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第１ 日 時  令和５年１１月９日（木） 自 午後１時３０分 

                     至 午後４時１９分 

 

第２ 場 所  国土交通省特別会議室（合同庁舎３号館１１階） 

 

第３ 議 題  区分所有法制の改正に関する要綱案の取りまとめに向けた検討 

 

第４ 議 事  （次のとおり） 
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議        事 

 

○佐久間部会長 予定した時刻になりましたので、法制審議会区分所有法制部会の第１３回

会議を開会いたします。 

  本日は御多忙の中、御出席いただきまして誠にありがとうございます。 

  本日は浅見委員、増田委員、村上委員、青木幹事、神谷幹事、水津幹事が御欠席です。 

  では、配布資料の確認をさせていただきます。事務局からお願いいたします。 

○山根関係官 資料について御確認いただきたいと思います。事前に部会資料２２「区分所

有法制の改正に関する要綱案の取りまとめに向けた検討（３）」と、部会資料２３「区分

所有法制の改正に関する要綱案の取りまとめに向けた検討（４）」をお送りしております。

また、昨日中野幹事から御提供いただいた資料をお送りしており、本日の朝には、能登委

員から御提供いただいた資料を別途お送りさせていただいております。お手元にないもの

がある場合には、途中でも結構ですので、事務局までお知らせください。 

○佐久間部会長 ありがとうございます。 

  早速、本日の審議に入ります。本日も長時間にわたることが考えられますので、適宜休

憩を入れながら御審議いただきたいと考えております。 

  また、前回辺りから、要綱案の取りまとめに向けた段階となっております。委員・幹事

の皆様方におかれましては、これまで以上に積極的に、部会資料の提案に対する御意見、

反対の御意見もですけれども、賛成の御意見も積極的に頂けたら幸いでございます。よろ

しくお願いをいたします。 

  それでは、部会資料２２につきまして事務当局から御説明いただきます。なお、部会資

料２３につきましては、パブリック・コメント後の二読目のものとなりますので、事務当

局からの説明は省略させていただきます。 

  では、部会資料２２について御説明をお願いいたします。 

○山根関係官 それでは、部会資料２２について説明を申し上げます。 

  まず、１ページ目の本文第１では、団地関係にある建物の管理・再生の円滑化というこ

とで、１において一括建替え決議を取り上げてございます。全体要件につきましては、基

本的に一棟単位でする建替え決議と同様の要件ということで位置付けられておりますので、

基本的に一棟単位の建替え決議と同様の内容を提案しているところです。具体的には、基

本的な多数決割合については５分の４という割合を維持し、全ての建物について記載して

いるような事由が認められる場合には、多数決割合を４分の３に引き下げることを提案し

てございます。各棟要件についても、基本的な発想は同様でございます。すなわち、基本

的な多数決割合については３分の２の割合を維持しまして、当該建物について記載してい

るような事由が認められる場合には、多数決割合を過半数に引き下げることを提案してご

ざいます。いずれの要件についても、事由の認定に当たっては一棟単位の建替え決議と同

様に非訟事件手続を設けないこととしているところです。 

  次に、９ページの一番下からは、建替え承認決議について取り上げてございます。こち

らについても、基本的な多数決割合は現行法の規律を維持した上で、建替えを行う建物に

ついて記載しているような事由が認められる場合には多数決割合を３分の２に引き下げる

ということを提案しています。加えて、この決議について出席者の多数決による規律の対
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象とすることについても提案をしているところです。 

  次に、１４ページ目では、団地内の建物・敷地の一括売却制度を取り上げてございます。

これまでの部会でも、こちらについて特段の反対の御意見はなかったところでして、パブ

リック・コメントでも特段反対の意見はなかったところでございますので、このような制

度を引き続き設けることとして提案をしてございます。この場合の要件としては、一括建

替え決議と同様の決議要件とすることを想定しているところです。 

  次に、１８ページ目でございますけれども、団地内の建物が全部滅失した場合において、

集会によって意思決定をすることができる仕組みを設けることを提案しています。これま

での議論でも特段反対の御意見はなかったと認識しておりますので、基本的に同じ内容を

引き続き提案しているところでございます。現行の被災区分所有法の仕組みを一般化する

という性格を帯びているものでございますので、被災区分所有法で設けられている再建承

認決議などの各種決議についても、改めてできるということを明確化しているところです。 

  ２３ページ目では、団地の敷地の分割につきまして、一棟単位の建物・敷地売却と同様

でございますけれども、民民の関係において適切に分割を行うことは困難であると考えら

れたところから、このような仕組みを設けないとすることで提案をしているところです。 

  ２６ページ目からは、被災した区分所有建物の再生の円滑化を図る方策を取り上げてご

ざいます。一部については部会資料２０と重複するところもございますけれども、整理の

観点から網羅的に記載をしているところです。基本的な考え方としましては、政令で指定

された災害により被害を受けた建物について建替えや再建を行う場合には、多数決割合を

３分の２に引き下げるとしてはどうかといったところでございます。 

  また、最後に３３ページ目では、政令で指定された災害により大規模一部滅失をした場

合の決議可能期間について取り上げてございます。記載をしているとおりではございます

が、基本的な多数決割合を３年に延長しつつ、一度に限って決議可能期間を更に３年延長

することができるということを提案してございます。 

  簡単ではございますが、部会資料２２の説明は以上でございます。 

○佐久間部会長 ありがとうございました。 

  では、部会資料２２のうち、まずは「第１ 団地の管理・再生の円滑化を図る方策」の

うちの「１ 団地内建物の建替えの円滑化」と「２ 団地内建物・敷地の一括売却」、ペ

ージ数でいいますと１８ページのゴシック３の前までについて御意見を頂戴できればと存

じます。この後に部会資料２３のところで御議論いただく予定の一棟の区分所有建物の建

替えに関する規律につきましては、関連することですので、ここで触れていただいてもち

ろん結構ですけれども、その問題をここで議論するということではなく、この関連で触れ

ることにとどめていただければと存じます。では、どなたからでも結構です。御意見を頂

ければと存じます。いかがでしょうか。 

○小林委員 ありがとうございます。私は、第１の１（１）の団地内建物の一括建替え決議

に関しての各棟要件について、少々申し上げたいと思います。資料でいいますと９ページ

の１９行目以下のエの箇所であります。 

  以前にも申し上げたのですけれども、団地内建物の建替えの円滑化に関しましては、私

の一番の問題意識は各棟要件の方にありまして、団地内建物の棟の場合には、特に昔なが

らの住宅公団タイプの団地などの場合には、少ない戸数で一棟を構成しているケースがあ
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りまして、このようなところでは少数の反対でもすぐに３分の１になってしまいます。こ

れも何度も申し上げていますけれども、私がかつて調べたケースでも、全体要件では９割

近い合意が得られているのに各棟要件が僅かの差でクリアできずに、２回ないし３回建替

え決議に失敗して、結果として建て替えるのに数年余計に掛かったというようなケースも

ございます。いずれの回の決議も僅かの差でありまして、かつ棄権なり白票というものが

混じっていたことが原因になって決議が成立しなかったということでありまして、しかも

その理由というのが、棟ごとの少ない戸数でコミュニティーができているものですから、

誰が賛成で誰が反対なのかというのが投票結果の票数からすぐに分かってしまうというこ

ともあって、人間関係を悪くしたくないという配慮をした結果、本当は賛成なのに白票を

入れたというようなケースであったと聞いています。これが一棟のマンションであれば、

このように細分化した評価をしないわけですけれども、たまたま棟に分かれていたばかり

にこのような結果になってしまったわけです。３分の２という各棟要件は非常に影響が大

きいものがあると思っております。元々の案の中にもありましたような、３分の２以上の

賛成という形ではなくて、３分の１以上の反対がない限りという形に変えることについて

再度御検討いただきたいと思います。 

  団地型の場合、原則５分の４以上という全体要件が満たされているということが前提と

なっておりますので、全体として８割以上の人が賛成しているわけです。それをもって建

替えのための要件は基本的に満たされていると評価することができると考えております。

全体要件と各棟要件の両方が積極的賛成により満たされるということまでは必ずしも必要

ないのではないかと考えます。各棟要件は不要ではなく、あった方がいいとは考えますけ

れども、全体要件が満たされている以上、各棟要件は各棟の事情も勘案するための飽くま

でも付加的な要件であると考えて、３分の２以上の積極的賛成ではなく、３分の１以上の

反対のない限りという形で定めることが適当だと考えています。 

  多数の区分所有者が専有部分を互いに接しながら一つの建物を構成して住んでいるとい

うのがマンションの姿でありますので、管理するにも建替えをするにも合意形成がないこ

とには前へ進めないわけです。最高裁の２１年の判決が言うように、区分所有権の行使と

いうのは必然的に他の区分所有者の区分所有権の行使に影響を与えるものであり、他の区

分所有権の行使との調整が不可欠というのが区分所有権自体に内在する性質だと思います。

しかしながら、マンションというのは多くの人が住むがゆえに、様々な考えの人が同居し

ているというのが実態で、多様な意見が出て、何も決められずに身動きがとれなくなって

しまうというのが一番困る事態だと考えます。決めるべきときに決めるべきことが決めら

れずに漂流してしまうマンションというのができるだけ出ないようにしていく必要がある

と思っています。 

  僅差であっても建替え決議に失敗すれば、またそこで新たな建替え計画案の作成やら調

整やらに時間と労力が取られますし、計画策定を依頼するコンサルへの支払う費用も増え

ることになります。それで物事が解決に向かえば、まだ救われるわけですけれども、膠着

状態に陥って立ち往生してしまう可能性もあります。立ち往生というのは、慣用句として

聞き流すと軽く感じてしまうのですけれども、この場合は正に立ったまま前にも進めず、

後ろにも進めず、そういうことでそのまま往生してしまうということを意味しているので

はないかと思います。これは賛成派にとっても反対派にとっても不幸な事態で、このよう
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な事態を少しでも回避するために、決議のハードルを少しでも下げることが重要であると

私は考えております。 

  マンション数がこれから非常に増えていくと、特に高経年のものが著しく増加していく

と、そういう中で決められないマンションが多数出てくるということになりますと、社会

的にも大変問題でありますので、私としては今後の動向に強い懸念を持っているというこ

とをお伝えをしたいと思います。 

○佐久間部会長 ありがとうございました。中間試案のＣ案をもう一度検討すべきであると

いう御意見で、理由もたくさん承りました。ありがとうございます。では、事務局から。 

○山根関係官 重ねて是非お伺いできればと思っているのですけれども、こちらの反対権構

成について、現行の３分の２以上の賛成多数というのを３分の１の反対がない場合に変え

てはどうかはということで御意見を頂戴しました。これに関して、一棟単位でする建替え

決議の多数決割合を引き下げるような客観的事由が認められるような建物については、例

えば過半数以上の反対がない場合というような形で、反対の割合についても、事由がある

場合には変更していくということも理論上あり得るとは思うのですけれども、その点につ

いてもし御意見があれば、伺えればと思います。 

○小林委員 そこは否定しません。３分の１か２分の１かというのは、以前のこの審議のと

きにも私自身、多少迷っていますとお伝えしたのですけれども、基本的には３分の１でい

いのかなと、２分の１だともっと緩くなってしまいますので。でも、では２分の１が考え

られないかというと、それはそんなこともなくて、私は区分所有建物というのは、元々共

有部分があるということを前提として作り上げたものでありますので、そこを重視して考

えれば、極端な話、全て２分の１でもいいのではないかとも考えられるのではないかと思

っていまして、そういうことも踏まえて、２分の１というのも特段否定はいたしておりま

せん。 

○佐久間部会長 よろしいですか。ありがとうございます。今、御意見を承りまして、少し

先の話ではありますけれども、客観的要件がある場合の、原案では過半数となっていると

ころを、今の小林さんの御意見では、３分の１で統一することでもいいけれども、半数以

上の反対がない場合はとすることでもいいと、それは両にらみということで伺いました。 

  今の点でも結構ですし、ほかの点でも構いません、御意見を頂ければと存じます。いか

がでしょうか。 

○齊藤委員 ありがとうございます。ただいまのところの各棟要件ですけれども、私も基本

的には３分の１の反対という明確な意思表示があった方がよいのではないかと考えており

ました。その理由は、皆さんが団地型マンションとして考えているのが各棟同じようなも

のを想定されているかもしれませんがそれだけではなく、１つのマンションの中で多様化

した団地型マンション、一つの団地なのだけれども、いろいろな建物があって、その団地

の中で転居し住み替えをすることが可能なものもあります。例えば、実際にある例ですけ

れども、５、６棟ある中の一棟がセンチュリーハウジングになっている、つまり、一つだ

けが長期で建物がもつように初めから造られているものがあります。そういった場合に一

緒に建替えするのではなく、その棟の方がはっきりと参加しないという意思表示ができる

仕組みがあった方がいいのではないかということで、３分の１以上の反対という考え方が

よろしいのではないかと考えておりましたが、３分の１の「反対」という考え方が余りな
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じまないというのであれば、それをひっくり返すような３分の２の賛成、そして客観的事

由があったら過半数という考え方もあるのではないかとは思っています。 

  ほかのところも一緒に発言してよろしいでしょうか。 

○佐久間部会長 もちろんです。お願いいたします。 

○齊藤委員 分かりました。ありがとうございます。どちらにしましても、建替えが円滑に

進むという意味では、もう一度この点も皆さんの御意見を聞いて考えていけたらなと思い

ました。 

  ２点目になります。９、１０ページでしょうか、承認決議のところになります。原案、

このお示ししていただいているものでよいかと思います。ただし、少しだけ気になったの

で、これは意見というよりか、確認させてくださいということになりますので、よろしく

お願いいたします。確認というのは、１０ページのところの（注４）でしょうか、特別の

影響を及ぼす場合にはということで、区分所有法６９条の５項の規定は維持することを前

提としているということで、この特別の影響を及ぼすというところの確認をさせていただ

きたいと思っています。 

  一つの団地で、ほかの棟が建替えしますよと、それを承認してくださいというルールだ

と思うのですけれども、例えば、今使っている容積率よりも多く使いますよとなったら、

明らかに周りの建物に特別の影響を及ぼすと思うのですけれども、その特別の影響が、今

よりも少しでも多くなれば、特別の影響になるのか、少しぐらいいいのではないかという

誤差の範囲があるのか、この辺りも今後重要になってくるかと思いますので確認させてく

ださい。２００２年の改正のときもこの点は十分議論しているということで、今使ってい

るものよりも少しでもという意味で、ほんの少しでも増える、ゼロではない、プラスに動

いた場合は特別の影響に当たると聞いたことがあるのですが、今回この点も確認させてい

ただけたら幸いでございます。 

○望月幹事 特別な影響の意味については、現行法の解釈と同じ解釈を採るという前提です。

典型例としては大幅な容積率の減少ということで捉えられていて、その程度がどのくらい

かというところまでは、ここで新たな解釈を示すというよりは、現行法の解釈を引き続き

採らせていただくということになろうかと思っています。 

○齊藤委員 大幅なのですね。それは少し、心を入れ替えるかもしれません。 

○山根関係官 典型例としてはそのように考えられるというところで、どの程度先食いすれ

ばというところは、個別事案に応じて判断されるということになってくるのかと思います。 

○齊藤委員 そうすると個別、またケース・バイ・ケースが残ってしまうということですね。

基本的には先食いはしないというのがルールだと思いますので、今回の改正でその考え方

を、先食いはしない、だから承認し気持ちよく認めていきましょうという考え方が重要で

はないかと思います。現行法と丸々同じではなく、ここで考え方を新たに、全体のプラン

があり、そのプランの元で、できるところから建替えを行っていく。その際に、先食いし

て不公平を作らないという考え方を改めて御検討いただきますよう、よろしくお願いいた

します。 

  そして、１４ページのところになります。一括の売却という制度、今この制度がないた

め、団地で一括売却したいのだけれど、棟別に売却の手続を全棟とられることをされてい

て、大変御苦労したというお話を聞いております。そこで、本制度は大変必要かと思いま
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す。こちらに関しましても原案のとおりでよろしいかと思います。 

  そこで、ここでも確認させていただきたいのは、この条文を使っていくという視点にた

ち、いろいろシミュレーションして考えますと、この場合、団地管理組合がある場合とい

うことで、この団地管理組合という考え方も一括建替えのときと同じように、基本的には

一つの敷地になっている、そして団地管理組合で管理を行っているということが大前提で

すよね。団地型マンションといっても、見た目は団地形式なのだけれども敷地が棟ごとに

分かれている場合、あるいは基本は敷地は棟ごとに分かれているけれど集会所だけが共有

の土地と建物になっているという場合は、この場合は対象外であるという理解でよろしか

ったでしょうか。 

○望月幹事 はい、そこの団地関係は、建替えのときと同様の関係、これと同じものを考え

ております。 

○齊藤委員 ありがとうございます。１０、１８ページの前まででございますね。以上にな

ります。確認させていただきましてありがとうございます。 

○佐久間部会長 御質問いただいたことは事務局からお答えいただきました。御意見として

は、建替えの各棟要件については、強い意見ではないけれども、Ｃ案がよいのではないか

ということと、承認決議と一括売却については基本賛成だという御意見を頂きました。あ

りがとうございます。 

○齊藤委員 はい、そうです。ただし、先食いは困るということです。 

○佐久間部会長 はい、先食いはしないという考え方、これは条文で書くという話ではない

ですが、今の御発言は議事録には残りますし。 

○齊藤委員 先食いという言葉が適切かどうか分かりません。もう少し、別の言葉を考えた

ほうが良いかもしれません。 

○佐久間部会長 ありがとうございます。 

  ほかに御意見はいかがでしょうか。 

○大桐委員 ありがとうございます。まず、一括建替えにつきまして従前、日弁連としまし

ては④、⑤、いわゆるβ案に関して反対をしておったところではあるのですけれども、個

別に対応がなかなか難しいというところもお書きいただいておりまして、こういった一括

建替えのニーズというのもあるのだなということは理解はしているところでして、現時点

では強い反対というのはなく、理解を示しているところであります。現行法どおりの５分

の４以上としつつも、客観的な事由がある場合に限って①から⑤に関しての４分の３以上

に落とすという点について、賛成をしております。 

  なお、各棟要件つきましては、以前は５分の３という中間的な要件が出ていましたけれ

ども、部会資料２２は過半数という案が示されておりますが、やはり日弁連としましては、

最高裁がありますので、こちらを重要視せざるを得ないところがございます。ですので、

過半数まで行くというのは少し違和感を感じるところではありますし、また制度設計、最

初に法律を制定した段階におけるこの立て付けからして過半数まで下げてしまっていいの

かといったところもありますので、全体要件に関しての客観的事由が前提であったとして

もなお、過半数まで下げるのは少し違和感があるという意見が多くございました。 

  それから、小林委員から御発言がありました反対数を数えるという考え方についてなの

ですけれども、やはりまだ我が国においては反対意見を積極的に言うというスタンスとい
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うのがなかなか浸透していないところがあるのかなとは思っていますので、やはり積極的

な意見というのをカウントしていく考え方が妥当とは考えているところであります。 

  そして、建替え承認決議の６９条に関しましては、まず、アに関しては先ほどと同様に、

④、⑤も含めて、強い反対はしていないというところです。なお、イに関しては、出席者

の多数決というところなのですけれども、こちらに関しては６９条５項の特別の影響によ

る歯止めというのは一定程度、極めて限定的ではあるにせよ、歯止めはあるのですけれど

も、やはりこうした建替え承認という重大な決議をするに当たって、出席した人だけで多

数決していいのかというところは、慎重にすべきだという意見が多かったというところで

あります。また、４分の３を客観的事由前提で３分の２と下げつつ、更に出席者のという

ことにしますと、一気に下がってしまうということがございますので、その点でも慎重に

考えた方がいいのではないかと思っております。 

  ２に関しまして、一括売却に関しては特に異論はなかったところでございます。 

○佐久間部会長 ありがとうございます。まず、一括建替えについて、全体要件に関しては

反対はしないということで、ありがとうございます。焦点はやはり各棟要件なのですかね。

それとも過半数まで下げるのは最高裁の判決からしても違和感があり、５分の３もありだ

というお話でしたか。 

○大桐委員 ５分の３であれば、従前の意見のとおりです。 

○佐久間部会長 今までにない数字でもいいではないか、ということですね。 

○大桐委員 ５分の３であれば、賛成です。 

○佐久間部会長 分かりました。ありがとうございます。あと、承認決議についての出席者

多数決は慎重に考えるべきという御意見も承りました。 

  ほかにいかがでしょうか。 

○加毛幹事 ありがとうございます。今の点についてなのですが、５分の３という多数決の

割合を否定する理由として、資料の９ページのウの説明は不十分であると考えます。多数

決の割合について、５分の４、４分の３、３分の２、２分の１という分母が分子よりも１

つだけ小さい整数であることにこだわる必要はないはずです。とりわけ３分の２から２分

の１への引き下げは６７％から５０％への引き下げを意味するので、ドラスティックであ

るとの評価もあり得るところ、５分の３を含め、様々な立法の選択肢を持っていた方が良

いと思います。法制執務的に採用できないというような事情がない限り、９ページの説明

に基づいて５分の３という選択肢を捨てるのは望ましくないだろうと思われるところです。 

○佐久間部会長 そうだと思うのですけれども、これまで提案してきた３分の２とか過半数

については、説得的かどうかということは置いておいて、３分の２という数字は、例えば

都市計画が似たものとして考えられますねということで根拠があり、過半数というのはそ

もそも多数決議の基本ということで、根拠として見いだし得るのではないかということだ

と思うのです。ところが、５分の３となると、何で５分の３か、７分の４は駄目かという

ふうな話にもなり得て、どうしてですかと言われると、少し下げましたということぐらい

しか言えなくなる。事務局がそう考えられているというわけではないのですけれども。私

は、５分の３とすることについては、駄目だとまでは思っていないですけれども、若干の

違和感があって、どうしてその数字というのが、まあそんなものですとしか言えないかな

ということが何か気になっています。ですから、５分の３という数字が他の法制に似たも
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のがあるということでなくても、確たることは誰にも言えないと思いますものの、あまた

あり得る数字の中でこういう理由で５分の３というのはあるよね、というふうなことがあ

れば、おっしゃっていただけると、場合によっては採りやすくなるかなという気がします。 

  この点でもいいですし、別の点でも結構ですが、いかがでしょうか。 

  特に団地関係の今の１と２については、よろしいですか。では、更に検討していただく

ことに向けて、やはり各棟要件が、客観的事由がある場合もない場合も含めて、かなり大

きなポイントだと。少し意見が分かれているので、集約していくにはいろいろ考えなけれ

ばいけないというふうに承りました。 

  では、続きましては、同じく「第１ 団地の管理・再生の円滑化を図る方策」のうち

「３ 団地内建物の全部又は一部が全部滅失した場合における団地の管理の円滑化」と

「４ 団地の敷地の分割」、ページ数でいいますと２５ページまでについて御意見を頂け

ればと存じます。いかがでしょうか。 

○大桐委員 ありがとうございます。まず、この前提となっている規約がどうなのかという

ところから根本的に分からないところがありまして、確認なのですけれども、例えば、団

地内建物全部が全部滅失したという場合は、団地関係がなくなるというのが現行法の認識

かと思うのですけれども、その場合、この改正法においても団地関係がなくなって、今ま

での規約というのがもうなくなる前提であるから、土地共有持分割合で議決権を持つとい

うふうになるのかどうか、また、Ａ、Ｂ、Ｃ棟のうちのＡ棟だけが全部滅失した場合です

と、Ａ棟に区分所有権をお持ちだった人の議決権割合がどうなるのかというところが、先

ほどの団地関係が部分的に維持されているのか、規約が部分的に維持されているのかとの

兼ね合いで、どのように理解したらいいのかというところが、この御提案内容から分から

なかったので、例えばＡ棟のみが全部滅失したような場合には、Ａ棟は土地持分割合で議

決権を持つということになって、Ｂ、Ｃ棟は従前どおりの議決権割合でとなった場合に、

混乱が生じないかなという懸念があるところでして、Ａ棟が全部滅失してしまった後にお

いても、滅失前の議決権割合で行く方が分かりやすいのではないかという意見もございま

したので、その辺りを確認させていただければと思っております。 

○齊藤委員 関連する質問でもよろしいですか。 

○佐久間部会長 関連するのでしたら、お願いします。 

○齊藤委員 関連します。私も同じところが気になりました。全部滅失すると土地の共有関

係になりその持分になるというのは分かります。おっしゃるとおり、部分的に滅失した場

合というときに、考え方としては、一部滅失しているのであって、でも団地管理組合とい

う概念が残ると考えたら、今おっしゃられたように、一部は土地の共有持分になって一部

は従来の持分になるというのは、かなり混乱すると考えます。滅失しているというのはか

なり緊急事態だと思いますので、その際に新たな考え方を導入するというのは、組合の運

営上から考えるとかなり混乱すると思うので、概念として団地管理組合が残っているとい

う理解があれば、議決権もそのまま使って決議をするという考え方の方が、非常時、こう

いう滅失するような事態が起こっている中で、組合の運営、そしてその決議の円滑化を考

えると、その方が望ましいのではないかということです。同じところを思いましたもので、

私の意見も添えさせていただきました。 

○佐久間部会長 ありがとうございます。では、お答えをお願いします。 
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○望月幹事 今回新たにこの制度を設けたのは、従前の集会でできていた意思決定と同じ仕

組みで意思決定をしようというところにありますので、規約で議決権割合等が定められて

いた場合には、それを引き継いで、その後の集会の決議でもその割合を前提に多数決を採

るということもあると考えております。 

○齊藤委員 ということは、団地管理組合があって、その滅失した棟のところは土地の共有

の割合ではなく、従来の形でやっていいということも含めているのですね。 

○望月幹事 団地の議決権割合は元々、土地の敷地の持分割合で決まっておりますので、そ

こは変わらないと思うのです。ただ、規約で別段の定めをすることはあると思うので、そ

のときにはそれが引き継がれるということはあってもよいのではないかというところでご

ざいます。 

○齊藤委員 分かりました。だから、必ずしも全部で、土地の共有持分割合に行くわけでは

なくて、団地管理組合の中で規約で議決権割合があれば、滅失しているところがそちらを

使うことができるという理解でよろしかったですか。 

○望月幹事 そういうことです。規約で別段の議決権割合の定めがあるときには、そちらを

適用できるということもあるのではないかと思っています。絶対適用できるかどうかとい

うところについてはっきり申し上げていないのは、建物があることを前提としてその規約

の議決権割合等が調整されているのであれば、滅失したことによって、それを適用するの

は不合理だという場面もあると思いますので、そうではない状態の中で、こういう形で意

思決定をしていきましょうと従前合意されているのであれば、それを引き続き適用するの

が合理的だと考えられる場面は結構多いのではないかと思います。 

○佐久間部会長 大桐さん、いかがでしょうか。 

○大桐委員 そうしますと、建物全部の全部滅失の場合も同様ということでお考えというこ

とですね。 

○望月幹事 はい、そうです。 

○大桐委員 分かりました。 

○佐久間部会長 引き続いて、何か。 

○大桐委員 それから、（１）で規約を定め、というふうなことが書いてあって、（２）で

は敷地や附属施設に変更を加える行為というのが書いてありまして、建物というのが書か

れていないのですけれども、管理対象として建物は含ませないという趣旨なのかどうかと

いうところが一つと、あとは、エの一括建替え等決議ということができるという立て付け

になっておりますけれども、これができるということは６８条規約が生きているという前

提かなと思うのですけれども、この６８条規約は従前のものが生きているということなの

か、それとも新たに規約を作るときに６８条規約をするという意味なのか、どうなのかな

と思いましたので、質問したいと思います。 

○望月幹事 一応、従前の規約、これが生きているというところがあるのだと思うのですが、

ただ、先ほど申し上げましたように、内容によってはそれを適用することがそぐわないも

のがあれば、そこは除かれるということだと思いますけれども、それ以外のものについて

は従前の規約の仕組み、これは引き継がれると理解するのが適当ではないかと思っていま

す。 

○大桐委員 （１）、（２）のことは、いかがでしょうか。 



 - 10 -

○佐久間部会長 建物が入っていないけれどという。 

○望月幹事 建物管理のところで、規約でこの建物を管理しましょうとなっていたときは、

その規約がそのまま維持されるというところになります。 

○佐久間部会長 よろしいですか。 

○大桐委員 以上です。 

○佐久間部会長 ありがとうございます。 

  では、ほかにいかがでしょうか。 

○齊藤委員 ありがとうございます。全部滅失した場合、一部滅失した場合を、先ほど少し

質問させていただきました。１８から２１ページに関してですが、まずは丁寧に御説明い

ただきまして、ありがとうございます。２１ページのところで質問ございます。例えばＡ、

Ｂ、Ｃ、Ｄという４棟ある場合という御説明があったのですけれども、Ａ棟が滅失して３

年後に、例えば何年かしてＢ棟が滅失した場合で、Ａ棟が滅失してから５年たってしまっ

たという場合は、実質的にはＡ棟を外しますよという形に読み取れているのですけれども、

そういう趣旨でよいでしょうか。そこで気になりますのは、Ａ棟はどうすればよいのでし

ょうか。 

  Ａ棟はそのまま生き残って、これをどうにかしていく方法が要るので、敷地分割をする

のだろうなとは思うのですけれども、敷地分割の制度は今回の改正でできないということ

であれば、共有物の分割の請求をしていくということになるのかなと思います。それは現

実にはなかなか難しいから、マンション建替え円滑化法に乗せて分割できないかなという

ことですが、円滑化法を使って敷地分割ができるマンションは、特定要除却認定を受けた

場合です。こんな状態になっているのだから特定要除却確認を受けられるのかもしれない

のですけれども、そこでＡ棟は円滑化法に乗せなければいけないと考えていくのか、ある

いは要除却認定を受けられないことも想定し、現実には考えにくいことだけれど、こうし

た場合も想定し円滑化法の受皿を少し大きくしてもらう必要があるのではないかと思いま

す。ここでの議論ではないのかもしれませんが、敷地分割制度を用意しないしないことと

大きく関係しますので発言いたしました。もう一つ、例えばＡ棟が５年たって、意思表示

ができていないのだけれども、Ａ棟の皆で意向を固めて、「少し待ってほしい」と、「私

たちを切り離さないで、Ｂ、Ｃ、Ｄと一緒に再生できないかを引き続き検討したい」と、

自分たちの意向で延長することができれば、Ａ棟は見捨てられないのではないかなと思っ

たのですけれども、そういった方向でＡ棟の再生の方向を検討していくということはでき

ないでしょうか。このままで終わるとＡ棟はどうすればよいのだという問題を残している

と思ったので、発言をいたしました。 

○望月幹事 Ａ棟が滅失してから５年間経った後のＡ棟の状態としては、現在の改正前の状

況と同じ状況になりますので、意思決定の方法は、集会とかそういうことができるわけで

はなくて、ただ敷地の共有持分を持っているという状態だけが残るということになります。

ですので、もしそこから出ていきたいときには、そこの敷地の共有持分を売却するなり、

共有物分割請求をするなりというところが基本的には出てくるのではないかと思っており

ます。ここを一応、５年にしているのは、その５年間は逆に共有物分割などができないと

いう縛りが入ってくることとの関係で、そういう拘束を長期間するのもよくないのではな

いかというところから、一応５年間という期間は区切っているところでございます。 
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○齊藤委員 分かりました。そうすると、敷地分割してもらおうと思うと、円滑化法を使っ

てとなると、円滑化法は団地の集会の中で決議をしなければいけないわけですが、Ａ棟は

５年経ったらもう団地の外になってしまうということですか。 

○望月幹事 団地関係からは除く、出ていくと。 

○齊藤委員 そうすると、５年経ったら円滑化法を使って分割してという、生きる道がなく

なってしまうということですよね。団地集会で決議してというふうになっているので。す

いません、これは国交省に向かって聞くべきだったかもしれません。Ａ棟を切り離して、

あなたたちはさようならではなくて、この人たちが再生できる道筋が要るのかなと思った

ものですから、御質問しました。この辺りも含めて御検討いただけたらなと思いました。 

  それから、２３ページの敷地の分割のところでございます。敷地の分割ということ、今

回この区分所有法の中では設けない、おっしゃるとおり民民の中で敷地分割を決めていく

というのは難しいのかなと思いますので、先ほど言った円滑化法の中でできるようにする。

そういう意味では行政の関与があって、一定の条件の場合には分割をしていくということ

が可能なのかなと思いましたので、御検討をお願いします。 

  ただ、敷地分割をしたいという要求は、最近、特に団地型マンションでお伺いします。

というのは、先行して敷地を売って資金を作って、再生の道筋を検討していきたいという

こともありますので、全くここに道が開かれないというのは、逆に再生の円滑化というと

ころに逆流していくということがありますので、是非こういったところは、区分所有法だ

けではなくマンションに係る法全体の中で御議論していただきたいと思っています。先ほ

ども言いましたように、円滑化法は今、特定要除却認定を受けた場合しか使えないので、

必ずしもそうではない場合も分割要求があるかもしれないことに対する受皿を是非今回、

区分所有法ではなくても御検討いただきたいということを意見として申し上げておきたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

○佐久間部会長 ありがとうございました。 

  ほかにいかがでしょうか。 

  御意見は特にございませんか。 

  一個人として、部会長の立場ではなくて、私はこう思うということを１点だけ申し上げ

たいところがございます。それは、団地内建物全部が全部滅失したという場合につきまし

て、現在のところメニューとしては敷地売却がないのです。これを私は設けることを考え

てもいいのではないかと思っております。どなたからも意見が出ませんでしたけれども、

それを設けることに何ら差し支えはないのではないかと思っておりますので、個人として

申し上げておきます。 

  ただ、私の発言に限らずなのですけれども、この会議体におきまして、１人からこうい

う意見が出たからといって、当然取り上げるということになるわけではありません。複数

の意見がないと取り上げないということでもないのですけれども、１人の意見ということ

だとすると余り大したことはないということに、やはりどうしてもなりますので、賛成し

てねということではないのですが、私はそう思いますということを申し上げたのは、委員、

幹事の皆様方いかがでしょうかという問い掛けも含んでいると受け取っていただければ有

り難く存じます。何でそんなことを言うかというと、どなたかがおっしゃったら、私もそ

う思いますと私が個人として言えば２票になるのですけれども、この場合どなたもまだお
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っしゃっていないので、このようなことを申し上げました。それが私の個人の意見です。 

  今の件でもいいですし、もう一度確認として、ほかの件でも結構ですが、２５ページま

でのところで御意見があれば、お願いできればと思います。いかがですか。 

○齊藤委員 ありがとうございます。全部滅失した場合に敷地売却のメニューがここで用意

されていないという、それは逆に、なぜ用意されていなかったのでしょうか。今まで気が

付かなかったことをお詫びします。用意されていない理由、意図的に何かお考えがあって

御用意されていないというのがあれば、是非御指導いただきたいと思います。 

○望月幹事 特に中間試案までの段階で話題に上っていなくて、中間試案にも具体的には書

かれておらず、それをそのまま今回も検討資料としています。特にあえて敷地売却を落と

さなければいけないという理由で落としているわけではないと理解しております。 

○齊藤委員 ありがとうございます。 

○佐久間部会長 ほかにいかがでしょうか。別に賛成してくれということで待っているわけ

ではありませんので。 

○小林委員 今の部会長の御意見に私は賛成いたします。一般論としてですけれども、メニ

ューはやはり多ければ多いほどいいと思うのです、選択の幅が広がるという意味で。確か

に私も気が付かなかったのですけれども、確かに言われてみると、何でないのかなと。も

ちろん特段の不都合があれば、それは採用できないのですけれども、特段そういうことが

ないのであれば、メニューは多い方がいいのかなと思います。 

○佐久間部会長 ありがとうございます。 

○齊藤委員 私も基本的に同じです。落ち着いて考えてみて、もし何か不都合があれば、ま

た発言しますが、すみません、よろしくお願いします。 

○佐久間部会長 ありがとうございます。 

  続けていただいても結構なのですけれども、御賛成も頂きましたが、今までなかった提

案であり、検討をこの場でも全然していないということでもありますので、もし導入する

ことがあり得るとしたら、まずは事務局に案を御用意いただくか、あるいは、こういう問

題があるので用意できないということを、今後のどこかの場で説明いただければと存じま

す。よろしくお願いいたします。 

  ほかにいかがでしょうか。 

○森本委員 ありがとうございます。森本でございます。先ほどの４の団地の敷地の分割に

ついて、齊藤委員の意見に１票追加ということで発言させていただきます。登記の業務に

携わっている専門家としましては、従来非常に手間の掛かる問題に対し、社会的意義のあ

る画期的な制度が創設されるのではないかと期待をしていたところです。なので、実現し

ないことを大変残念に思っておりますということで、追加させていただきました。 

○佐久間部会長 ありがとうございます。敷地分割については、先ほどの齊藤さんの御発言

は、ニーズは間違いなくあるので、何とかできないかとしつつ、ただ、区分所有法の中で

は難しいかなというのは理解しているとおっしゃって、マンション法制全体の中で考えら

れないかという御意見でした。森本さんの御意見もそうなのか、そうではなくて、やはり

区分所有法制の中で何とかしろと、そういう方向でしょうか。 

○森本委員 そうですね、可能であれば。 

○佐久間部会長 これについて検討は既にされていて、難しいというところがあるのですけ
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れども、御意見としては承りました。ありがとうございます。 

  ほかにいかがでしょうか。 

  よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

  では、続きまして部会資料２２の残り全部、「第２ 被災区分所有建物の再生の円滑化

を図る方策」の全部について、御意見を頂ければと存じます。いかがでしょうか。お願い

いたします。 

○小林委員 ありがとうございます。私は、２番の決議期間の延長の方なのですけれども、

ここに提案されている案に賛成であります。 

○佐久間部会長 ありがとうございます。３４ページにある、一度に限って、もう３年とい

うことがあるものとするということも。 

○小林委員 若干引っ掛かりはもちろんあるのですけれども、ただ、３年プラス３年ですか

ら、余り長くなりすぎるのもいかがなものかという気もしますので。 

○佐久間部会長 ありがとうございます。念のため確認をさせていただきました。ありがと

うございます。 

  ほかにいかがでしょうか。 

○齊藤委員 ありがとうございます。被災マンションのところでございまして、私は、建替

えの決議要件は原則５分の４で、そして何か客観的な理由とか緊急性があるという場合は

一つ緩和して４分の３ということでございますので、従来からこの部分は４分の３がよろ

しいのではないかという主張をしております。 

  同じ主張ばかり繰り返していてもいけませんので、再度、仙台でいろいろ復興に御尽力

された方々、復興に携わった方にお話を聞きましたが、やはり決議要件が高いということ

はない、下げてくれということは聞きません。それから、熊本の方でも今回、再度確認い

たしましたところ、全壊のマンションが１７棟あって、建替えが終わっているところがま

だ一つで、建替え中が一つ、そして、建替えしたいけれども前に進んでないところが一つ、

放置されているところが一つ、修繕が三つ、そのほかがいわゆる解散、解消でございます

が、こういったところに携わられた方にまたお伺いいたしました。その結果、これらのマ

ンションでは決議の要件という問題ではないということです。はっきり言ってお金の問題

であるということでしたので、決議要件は現在のままでよいと思います。むしろ決議要件

を下げたことによって、反対者が多い中で突破していくということの方が問題ではないか

という御指摘もありますので、私はこの点に関しましては従来どおり、４分の３という考

え方をまだ維持しているところでございます。 

  ただ、これから引き続きいろいろ勉強させていただいて、やはりこの部分の決議がネッ

クになっているのではないかということがあれば、私自身の考えをしっかりと変えていく

ということもあると思いますが、現段階においてはこういう考えでございますということ

です。 

  それから、もう１点でございますが、これも先ほど、１年であったものを決議可能期間

を３年に延長する、これは正に現場でも求められていることでございますので、是非この

３年という形でしていただき、そして、御希望があれば１回限り３年延長というのも必要

かと思います。ただ、とてもこの中で収まり切れないような大規模な地震があったときは

別なのでしょうかということを質問させてください。というのは、先ほどご案内したよう
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に熊本の地震でも復興がスムーズに行っていないこともありますから、これ以上大規模な

ものが来れば例外としてあるのかなと思いました。だからといって原案に反対しているわ

けではございません。ただ、いろいろなことを心配すると、そういった例外もあり得るの

かなというふうな確認でございます。 

○佐久間部会長 後者の点について、大規模な場合でも１回きりでいいのかというのは。 

○望月幹事 一応、大規模な場合でも１回ということで提案させていただいていますのは、

これは一応、特別に引下げをしているわけですので、それがいつまでも決議まで至らない

状態が続いて、決議要件だけ特別な状態が続くということ自体も余り適切ではないとも考

えられるところで、一応このような形にさせていただいております。少し引き続き検討さ

せていただきます。 

○齊藤委員 ありがとうございます。 

○佐久間部会長 政省令でするのは１回きり延長可能で、今おっしゃったような、それこそ

もうとんでもない状態になっているということだと、特別措置法ができるということはあ

り得て、それまで制限するという規定ではありません。ですから、御心配の事態は、起こ

らない方がいいですけれども、起こった場合は、この被災区分所有法で定めるのは政省令

で延ばせますという、それだけだということを確認しておければと思います。 

○齊藤委員 分かりました。ありがとうございます。 

○佐久間部会長 ほかにいかがでしょうか。 

  被災関係は特によろしいでしょうか。何度も申しますが、今言っていただかないと、も

う無理ということだって出てまいりますので、どうかなと、少しでも御疑問がおありとか、

この方がいいと思うのだけれどもというようなことがおありでしたら、是非とも今おっし

ゃっていただきたいと思うのですが、よろしいですか。 

  では、部会資料２２については、これで今日の審議は終えたいと思います。最後にまた

全体を通してどうですかということは伺いますけれども、一旦ここで切らせていただきま

す。 

  予定よりも随分早く進んでいるので、本当はここで休憩の予定だったのですが、まだ少

し早すぎるという気がいたしますので、部会資料２３の検討に入りたいと存じます。ただ、

恐らく、齊藤さんもおっしゃった最後の被災のところの要件に関しましては、部会資料２

３のところともやはり関連しまして、こちらがどうなるかにもかなり左右されると思いま

すので、いろいろ御意見がおありかと存じます。 

  まずは、この部会資料２３に関しましては能登委員から本日、資料を御提供いただいて

おりますので、その資料について簡単に説明を頂きたいと存じます。 

  能登さん、お願いいたします。 

○能登委員 ありがとうございます。直前の資料の共有になってしまいまして、申し訳ござ

いません。本日提出させていただいている資料につきましては、私自身はこれまで現場の

人間として発言をさせていただいておりましたが、不動産協会のいろいろな立場のメンバ

ーの意見を勘案して、客観的事由を要件としない形での多数決要件引下げをお願いする理

由について記載した書類になっております。 

  反対者の権利を守っていくことは大事なことだと思っておりますが、一番お伝えしたい

のは、賛成されている方の意見も同様に大切にすることが重要だと考えており、その調整
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を図る必要があるのではないかという点で、その趣旨を記載しております。お目通しいた

だければと思います。 

  私自身は、ここに書いてある観点も踏まえて、現場としての発言を本日もさせていただ

きたいと思っておりますが、このまま続けさせていただいてもよろしいですか。 

○佐久間部会長 まだこれは事前配布はしていないのですよね。 

○望月幹事 今日、してあります。 

○佐久間部会長 ただ、必ずしも全員がお目通しいただけたかどうか分かりませんので、こ

の書面についてポイントだけでも結構ですので、かいつまんでおっしゃっていただいて、

御意見があれば、それに加えてお願いできたらと思うのですが。 

○能登委員 承知いたしました。では、資料は皆様のお手元にあるという前提で大丈夫でし

ょうか。ありがとうございます。 

  まず１ページ目、先ほど申し上げましたが、反対者の権利に対する制約を強めることの

説明が困難ということが、今回客観的要件を付ける理由として書かれておりますが、我々

としては賛成者の方のことも配慮した形で議論を頂きたいということを、書かせていただ

いております。それに伴い、これまでの最高裁の判例なども記載しております。 

  その中で、賛成者・反対者の票の価値について今一度、皆様に分かりやすい形で数値的

にお示ししたのが（３）になります。一律に多数決要件を４分の３に引き下げたとしても、

賛成者の票の価値としては反対者よりも下回っていることは変わらず、この場合、賛成者

の票の価値は、反対者の３分の１になりますが、両方の均衡を考えれば、そこまでは認め

てもよいのではないか、という意見を書かせていただいております。 

  ２ページ目は、客観的事由についてですが、部会資料では、円滑化法で規定されて既に

確立した基準である旨が記載されております。現場でも、この要除却認定を得て事業を進

めているケースはあるのですが、要除却認定の要件として規定されている５つの事由のう

ち耐震性不足以外については、一昨年１２月に追加された事由で、行政の判断基準として

もしっかり整って確立されているわけではないかと思います。区分所有法の制度として、

現在の法務省案で進めて本当に建替えにおいて円滑に合意形成を進めていくことになるの

かという点が疑問になっているということを記載させていただいております。 

  また、争いを導かないための制度設計、今後２０年間ぐらいは見直しがされない前提で

の制度設計、が必要かと思いますので、その点も伝えたいと考えております。ポイントと

しては以上です。 

○佐久間部会長 ありがとうございます。 

  では、ここからは、今の能登さんの御説明ももちろん踏まえてというか、そこも含めて

でありますけれども、部会資料の「第１ 区分所有建物の処分を伴う決議について」の

「１ 建替え決議の多数決要件の緩和」、ページ数でいいますと５ページのゴシック２の

前までについて御意見を伺えればと存じます。いかがでしょうか。 

○能登委員 すみません、このまま現場としての意見も発言させていただいてもよろしいで

しょうか。 

○佐久間部会長 結構です、どうぞ。 

○能登委員 ありがとうございます。先ほど御説明した資料は、現場に出ている私の意見と

して発言するには大掛かりな部分もございましたので、協会の意見という形で書面を出さ



 - 16 -

せていただきましたが、今一度改めて、この客観的事由を要件とせずに４分の３に引き下

げていただきたいという理由を、今の御説明と少し重複する部分もありますが、三つ述べ

させていただきたいと思います。 

  一つ目ですが、この客観的事由を要件とすると、必ずと言っていいほど争いになるので

はないかと思っております。この改正により、建て替えるべき建物が建て替えられるよう

になるべきという趣旨はよく分かるのですが、建て替えるべき建物を分かりやすくするた

めに客観的要件を付けたのに、それを付けることによって争いが生まれて、再生をすべき

時期に建替えができず、時間やコストが掛かってしまうのでは、円滑な建替えにはならな

いと思いますので、やはり争いを生まないための整理という形をまず意識していただきた

いというのが理由の一つ目です。 

  理由の二つ目としましては、争いにならない場合でも、先ほど申したとおり、やはりま

だ客観的事由の証明に当たり、現場での混乱が生じるだろうと考えております。例えば、

建築士の方に判断をお願いしたいといっても、多数決要件緩和のための判断となりますと、

かなり負担も大きいかと思います。訴訟リスクを考えて受けていただけないというような

事例も出てくるかと思いますし、現在要件になっている事由については、調査範囲につい

てもいろいろな検討が必要になってきますので、時間的な課題のみならず、技術的な課題、

労務の課題など、いろいろな課題が生じるものと考えられます。耐震性不足、耐震診断に

ついては問題なく進むかと思いますが、それ以外の要件については混乱を招きかねないと

考えており、円滑に進めるための改正を行うということであれば、要件を付けないという

形をお願いしたいと考えております。 

  理由の三つ目としまして、多数決要件引下げの必要性についてですが、今後増加が予想

されている意思表示を行わない区分所有者への対応のためと考えております。現場をサポ

ートする立場で感じているのは、高齢者の方、無関心で反応されない方、あとは、建替え

事例の中で特に住民間のトラブルなどが生じた事案がネットに掲載され、容易にその検索、

閲覧ができるようになり、基本的に積極的な意思判断を行いたくない方が、最近特に増え

ていることです。その結果、棄権票が増え、建替え決議成立のための５分の４の確保が難

しくなっているという現状がございます。 

  現状の法令でも、建替え議案には、なぜ建て替えなくてはいけないのかという内容を記

載した上で決議に掛けるということは明文化されており、建替えの必要性については、客

観的事由の有無のみならず、その議案の審議を通じて幅広く議論した上で当該議案の決議

が行われております。建替え決議を円滑にするためには、争い・混乱を避ける意味でも、

客観的事由なしでの多数決要件緩和をお願いしたいと考えております。 

  現場からの意見としては、以上となります。 

○佐久間部会長 ありがとうございました。 

  今、かなりはっきりとした御意見が出たところでありますので、できれば賛否の意見を

伺えればと思います。原案、あるいはこれまで基本的に進めてきたものとは大きく異なる

意見であり、もちろんこれまで出ていなかった意見というわけではありませんけれども、

これほどはっきりとおっしゃったのは初めてということだろうと思いますから、委員、幹

事の皆さんからお考えがあれば伺えればと存じます。いかがでしょうか。あるいは、今の

御意見に対する正面切っての御意見ということではなくて、御自身の考え方ですね、原案
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を前提にして賛成、反対ということでももちろん結構ですが、いかがでしょうか。 

○齊藤委員 ありがとうございます。私は原案に基本的に賛成でございます。ということで、

今いろいろおっしゃっていただきましたが、基本的に５分の４、そして客観的な要件があ

るときには４分の３にするという原案が、現場から見てもかなり妥当ではないかと思って

います。 

  今おっしゃられたような要件に関することですけれども、これはもう円滑化法で既に運

用されているので、国土交通省に御指導いただきたいのですが、このことについて何かト

ラブルがあるのかという辺りも御教示いただけたらと思います。皆さんの御懸念があるの

かなと思います。 

  それから、前回も私は申し上げましたように、こういったきちんと検査を受けて客観的

な情報を基にきちんと皆さんで合意形成していきましょうというのを当たり前にしていく

としたら、独立した専門性のある機関に検査をお願いしたい。その場合にどこに行けばい

いのだろうということの要求があると思いますので、今後そういった相談窓口、案内が必

要かと思います。トラブルが御心配な方々は円滑化法を経由して認定を受けるという形も

あると思いますので、トラブルを自ら予防していくという、これも管理組合の努力の中で

十分やっていけることではないかと思っております。 

  ですから、建替えの円滑化でございますので、建替えの推進ではなくて、建替えを円滑

に進めていくという意味では、今の原案どおりで、そして、皆さんがしっかり合意を取っ

て、そして、自分たちの建物の客観的な事情をきちんと把握して、その上で納得して進め

ていくということが大変適切で、よろしいのではないかと思います。 

  今まで懸念していた問題というのは、どちらかというと所有者不明の方々の意思表示が

的確にできないということだと思います。この点に関しましては、こういった方々はきち

んと裁判所が関わって分母の方から取り除きましょうということで、非常に大きく改善さ

れると思います。そういう意味では、従来と全く同じではなく、そのところが大きく改善

された中での５分の４、そして客観的要件があれば４分の３という中で、現状そして将来

の日本のマンションを眺めた中でも、原案が非常に適切ではないかと考えているところで

ございます。 

○佐久間部会長 ありがとうございます。 

  ほかにいかがでしょうか。 

○大桐委員 私としましても、原案には基本的に賛成を致しております。ただ、ガイドライ

ンにあったものを法律に持ってきたという点については少し考え方について異論がありま

して、そもそも法律を作るときには、法律でしっかりと明確なものを打ち出しつつ、その

詳細についてガイドラインに落とし込むというところだと思います。ですので、法律を見

た人がどのような基準かというのが明確に分かるということが、先ほど能登委員からもあ

りましたような、客観的な要件というのが分かりやすくというところにつながってくると

考えております。 

  ですので、何度も申し上げているところでありますけれども、特に③の外壁についての

落下することによりというところが、ガイドラインを読んでないとどのような状況を意味

するのかが分かりにくくなっていますので、そこは検討を引き続きお願いしたいところと

思っております。それによってその考え方が以前と違うというふうにはならないかとは思
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いますので、お願いいたしたいと思います。 

○佐久間部会長 ありがとうございます。 

○小林委員 ありがとうございます。前々回申し上げた意見と同じなのですけれども、基本

的には私個人としては、４分の３に一律引き下げるというのを主張したいと思っています

けれども、ただ、議論もここまで来ているということもありますし、現在事務局から御提

案いただいている案でも現状に比べればかなり進展することは間違いありませんので、そ

ういう意味で、原案には積極的に反対はいたしません。 

  前々回も申し上げたのですけれども、平成２１年の最高裁の判決がいうような区分所有

の特殊性というものを考えると、それを徹底したときには極端な話、先ほどもちらっと申

し上げましたけれども、過半数であってもいいのではないかと私としては考えています。

もちろん反対者に対する相応の対応というのは前提となるはずですけれども。民法の共有

の考え方から出発して、それとのバランスで理屈を考えていくというのも、王道として十

分理解はできるわけですけれども、ただ、やはり区分所有建物というのは一つの財物を一

つの所有者が所有するのが原則という民法の考え方、民法の世界とは違って、最初からも

う共有になるという前提で、また、最高裁判決のいう内在的な制約があるという前提で建

設をされていますので、そこを重視すれば極端な話、過半数ということもあるのではない

かと考えています。極端な話として申し上げましたので、これをこの場で主張するつもり

はありません。 

  あと、少しこれは余分なことかもしれませんけれども、部会資料２０でも今回の部会資

料２３でも、説明の部分で建替え決議に係る基本的な多数決割合について、現在の５分の

４を維持する理由として、基本的な多数決割合を単純に引き下げた場合には、客観的な建

替えの必要性が高いとはいえない区分所有の建物の建替え決議についても多数決割合が引

き下げられることになるが、そのような建物についてまで建替え決議の円滑化を図る必要

があるとして、建替えに反対する区分所有者の権利に対する制約を強めることを正当化す

るのは困難だという記述があるのですけれども、若干ここの説明は私は違和感を感じてい

まして、本当にそういうことがあるのだろうかと。資産価値向上の目的で建替えを推進す

る懸念ということも書かれているわけですけれども、現実に本当にそういうことが起こり

得るのかなという気がしておりまして、私として立証はできないわけですけれども、ほと

んどないのではないかと思います。極めてまれにあり得るとしても、投資用マンションと

か商業用不動産に限られると思うのですけれども、仮にこういうことがあるとしても、引

き下げないことによって苦しむ管理組合を救うことの重要性と比較すると、どちらが重要

なのかなという気がいたしておりまして、若干そういう意味で、ここの説明には違和感を

感じているということを付け加えさせていただきます。 

○佐久間部会長 ありがとうございます。 

  ほかにいかがでしょうか。 

○細谷委員 今、小林委員、齊藤委員、能登委員、それぞれ現場をお持ちの方から御意見を

聞くと、正直、私のような立場の者はいろいろと迷ってしまう部分はあるのですが、やは

り消費者問題が様々起こった中で、特に命に関わるような消費者問題が起こったときの事

例は、やはり情報が開示されないこと、それから客観的事由がないこと、そういったこと

が今まで問題視されてきたかとは思います。ですので、やはり客観的な何か指標のような
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ものというのは必要なのかなと。ただ、まだ耐震以外のところで証明する方法が確立され

ていないということであれば、それは国交省の方にこれから更に制度の運用を進めていた

だくということをお願いするのと、それと、最初に私の意見を述べるべきでしたけれども、

こちらの案に基本的には賛成ということでお話しさせていただこうと思っています。 

  あとは、最後に、ＳＮＳに出るという、そこも本当に時代の流れなのかなということを

感じております。ただ、それだからといってというところが、やはり基本のところに立ち

返ると、この５分の４、４分の３という数字、そこを崩すものではないのかなと感じてお

ります。条件によっては今、小林委員がおっしゃられた過半数というのが、何かの条件の

ところでは容認されるものであるかもしれないとは思っております。 

○佐久間部会長 ありがとうございます。 

  ほかにいかがでしょうか。 

○下村幹事 すみません、円滑化法の話が出ましたので、一言だけ補足をさせていただけれ

ばと思います。 

  マンション建替え円滑化法の中で、いわゆる要除却認定の基準でございますけれども、

こちらにつきまして、なかなか確立されていないというようなお話もございましたが、告

示の中で、あるいはガイドラインの中でも、かなり分かりやすく国交省としてはお示しを

していると考えておりまして、従来からございます建築基準法の内容などをベースにしな

がら策定したものになっておりますので、そういったところはかなり分かりやすく、明示

的な基準になっているのではないかと私どもは認識をしております。 

○佐久間部会長 ありがとうございます。 

○吉原委員 ありがとうございます。私も原案に賛成を致します。部会の始まった当初は、

私も一律引下げがいいのではないか、一部の少数反対者によって円滑な合意形成が止まっ

てしまうのはよくないのではないかと考えておりましたが、議論の進む中で、やはり必要

のないものまで緩和される必要性はないだろうと感じております。その意味では、客観的

要件を撤廃するというよりは、むしろ引き下げられる要件を時代の変化に応じて増やして

いくということが重要になると考えております。 

  １票の価値というお話もありましたけれども、反対派の人たちは、もし建替え決議が成

立すれば住居を失うリスクがある、財産権の処分に関するリスクがあるということを考え

ますと、単純な数の比較だけではない大きなリスクを少数派の人たちは負うということを、

忘れてはいけないのではないかと思っております。 

  また、共有物ではあるけれども、そこから簡単に離脱することもできず、また現物分割

も実質的には難しいということを考えますと、最終的には円滑なコミュニケーションを図

って合意に至ること、なるべく全員が合意をできて納得して建替えをするということが一

番の目的であって、円滑化すべきは集会における決議というよりも、その後のコミュニケ

ーションなのだろうと思います。そういう意味では、齊藤委員が常日頃、建替え決議とい

うのはそこからが本当のスタートなのだとおっしゃっていますように、決議が成立した後

のコミュニケーションが円滑になるような合意形成を図っていくことが必要であって、単

に多数決割合を引き下げて成立をしやすくするということが本来の目的ではないと考えて

おります。 

  それから、これは少し余計なことかもしれませんけれども、頂いたペーパーの（３）の
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下から６行目に、区分所有法においても私人間の規律に国の積極的な関与を認めることは

自制されなければならないとありますが、国の方は今回こういう趣旨ではないのであろう

と私は理解しております。むしろ、こうした建替えが進まないことによる社会的な問題と

いうことを考えたときには、この合意形成を単なる区分所有の関係者の間の話だけにとど

めておくことは非常に負担が重く、ここについては行政法との連携が不可避であるという

ことが広く認識されるようになってきていると。そういう意味では、行政法と民事法、区

分所有法の連携というものを密に図っていく必要があるという観点が重要だと思っており

ます。そして、マンションを建てるときにおいても、そのマンション単体で採算が見込め

ればいいと、そして建てて終わりではなくて、建設した企業の側も、その後円滑に長寿命

化が図れるようなことまで考え、そして防災や周囲の環境という地域の広い公共の利益の

観点も踏まえて、今後人口が減っていく中で、町を縮小していかなければいけないときの

まちづくりまで視野に入れた経済活動というものが必要になっていくのではないかと思っ

ております。 

○佐久間部会長 ありがとうございます。 

  ほかに御意見はいかがでしょうか。 

○紺野委員 我々住む立場といいますか、そちらから申し上げますと、今回の原案どおりで

進めていただくということで賛成でございます。それで、本当は小林委員の２分の１とい

うケースも中には、仲間には極端な例という、だけれども具体的に提示するという段階ま

で行っていませんので、我々はやはり生命、財産を最後は守っていくということになって

いくかと思いますので、そこの、逆に反対者といいますか、賛成できないところまでの組

立て、議決した後の条件を決定していくまではよろしいのですが、それを実行するために

時間を要しているというのが現状ではないかと思っています。それで時間を要して機会損

失的な行動になってしまうということで、住民間のトラブルも逆に増える要素になってい

きますので、この原案どおりで実行していただいて、あとは広報の中でいろいろ、先ほど

出ていましたけれども、円滑化法とかそこら辺のことを含んで法整備をしっかりして、ス

ムーズに我々住む立場の者を教育して、何とかいい社会的な資産を残していきたいと思っ

ておりますので、以上でございます。 

○佐久間部会長 ありがとうございます。 

○沖野委員 ありがとうございます。私は、御指摘のあった平成２１年の最高裁判決につい

て申し上げたいと思っております。立場としましては、これまでの議論の集約を経て、現

時点においては原案でよろしいのではないかと思っており、また、一般的には客観的な事

情も全くないまま単純に引き下げるということは問題ではないかと思っておるというのが

基本的な立場でございます。 

  それで、確かに最高裁は内在的な制約があるのだということを明らかにしており、また、

単純な単独の所有権であれば、いつどう、壊すことも含めて、自由にできるのに対し、共

同の所有であるために、それぞれが制約を受けるということになっているわけですけれど

も、その制約の種類は賛成側と反対側ではやはり、かなり異なっていると思われます。建

替えに反対する側というのは、結局これに参加しないと所有権を失うということになる、

そういうものと、一方での賛成する側というのは、自分が思ったような形で壊したりする

ことができないと、そういう制約ですので、制約の種類が随分と違っているだろうと思わ
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れるということ、それから、先ほどクラシカルなと言われたかもしれないのですけれども、

共有関係であるということについて、基本的には共有でこのような変更については全員一

致でないといけないというところからスタートしているというのが基本的な考え方である

ということですので、反対と賛成がともに同じ価値ではないかというところからスタート

するのは適切ではないと思っております。 

  最高裁もそのような前提に立っていると思われまして、現行法の内在的な制約が果たし

て合理的なのか、憲法に反しないのかという点からの判示であって、しかも今回引いてい

ただいたところが非常に明確にしておりますように、老朽化等によって建替えの必要が生

じたような場合に、一部の反対でできなくなることによって、良好かつ安全な住環境の確

保や敷地の有効活用の支障となる、そういう問題をここで扱っているわけであって、単純

に多数の間の調整ということではないということになります。そしてまた、最高裁が問題

としたような、老朽化等によって建替えの必要が生じていると、一部の区分所有者の行使

によって大多数の合理的な行使が妨げられるといえるのはどういうような場合かというの

を、今回客観的な事由として幾つかをくくり出したということだと考えておりますので、

むしろ原案のような考え方の方が最高裁の趣旨にも沿うのではないかと思っているところ

です。 

○佐久間部会長 ありがとうございます。 

  ほかにいかがでしょうか。 

○森本委員 ありがとうございます。提案につきまして、懸念点を述べさせていただきます。

（注２）にございますが、所在等不明区分所有者を決議の母数から除外する仕組みの対象

とすることを前提とあります。所有者不明土地問題に対応するために民事基本法制が改正

されましたが、その前提となる国土交通省の地籍調査においては、最終的に所有者の所在

が不明となるケースが全体の０．４％程度にとどまるという結果が示されています。それ

を考えますと、区分所有法においても所在等不明区分所有者を決議の母数から除外する仕

組みの創設が、多数決要件の緩和にそこまで大きな影響を与えるということはないのでは

ないかと思われます。 

  次に、決議の母数から除外する仕組みの利用におきましても、また、客観的事由の認定

におきましても、多額の調査費用等が発生することになろうかと思います。その場合に、

容易に利用できることになるのかという懸念がございます。そうすると、御提案の多数決

要件ですと、建替えについて結局はこれまでと同じような状況で５分の４の決議に頼らざ

るを得ないのではないかと思われます。 

  以上、懸念点を述べさせていただきました。 

○佐久間部会長 ありがとうございます。 

  ほかにいかがでしょうか。 

  随分いろいろな立場から御発言を頂いてはおりますが。 

○寒竹委員 ありがとうございます。私も少し悩ましいところだなと思っておりまして、た

だ、今回の主に老朽化のマンションの建替え促進という観点からすると、やはり促進する

方向でこの会の趣旨があったと思っておりますので、先ほどの沖野先生、森本委員のおっ

しゃったようなところの懸念、老朽化のマンションの場合にだけ確かに緩和するというの

が最高裁判決だったのかもしれないですけれども、そこのところにこだわってしまうと、
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やはり元の木阿弥というところになってしまう可能性もあるのかなと思っておりまして、

どちらかというと能登委員の方に心情的にはシンパシーを持つというところにはなります。 

○佐久間部会長 ありがとうございます。 

  ほかにいかがでしょうか。 

  今日の議論を踏まえて、事務局においてもう一度、検討していただくことに当然なりま

すけれども、その検討を進めるに当たってこういうことも考慮すべきだということがあれ

ば、是非ともおっしゃっていただければと思いますが。 

○加毛幹事 この部会審議に参加するに当たって、多数決要件の一律の引下げを支持したい

と考えておりましたので、中間試案後の事務局提案については、法改正として後退したと

いう印象を持ったところでした。客観的事由の判断に関する紛争が生じないような手立て

がない限り、必要な区分所有建物の建替えが進まないのではないかとの危惧を覚えるとこ

ろです。 

もっとも、私が一律引下げを支持していたのは、たとえ多数決要件が４分の３になった

としても、区分所有者の７５％の賛成によって建替えをスムーズに実施できるのかという

と、そのようなことはなく、なるべく１００％に近い賛成を得るよう反対する区分所有者

を説得するという実務のプラクティスがあると考えたからです。仮にそのようなプラクテ

ィスが存在するのであれば、多数決要件を８０％から７５％まで５％引き下げる形で区分

所有法を改正することが、区分所有者に対し、建替えに関する意識づけや積極的な検討を

促す一つの契機になるように思われます。また、建替えに積極的に反対するわけではない

けれども、積極的に賛成することもためらわれるような心情にある区分所有者の背中を押

すことになるかもしれません。そのような意味で、多数決要件を引き下げる改正には意義

があるのではないかと考えていました。 

  ただ、その前提として、重要なのは、法改正を契機として、事業者やディベロッパーが

不要な建替えを区分所有者に働きかけることがないようにすることです。この点では、業

界における自主的な取組みや、国土交通省による監督が重要になります。そのような事業

者に対する監督が十分に機能しているのであれば、前述した望ましい実務のプラクティス

と併せて、多数決要件を５％引き下げたとしても、ひどいことは起きないのではないかと

思うところです。 

現段階で、事務局提案に強く反対を申し上げるつもりはありませんが、客観的要件の判

断の在り方次第では、必要な建替えが進まないおそれがあるという懸念を申し上げておき

たいと思います。また、この原案を前提としても、今申し上げたような、なるべく１０

０％の賛成を得るようにすることを実務のプラクティスとして確立すること、事業者に対

する監督の実効性を確保することは、やはり重要であると考える次第です。 

○佐久間部会長 ありがとうございます。 

  ほかにいかがでしょうか。 

○吉政幹事 ありがとうございます。２点申し上げます。 

  第１点は、今御議論になっている決議の引下げについてです。私も加毛幹事とほぼ同じ

ような感触を持っておりまして、意見の分布を示すという意味で発言をさせていただきま

す。当初、４分の３に単純に引き下げるということでもよいのではないかと思っておりま

したけれども、実際、社会で建替えを必要とする多くの建物というのは客観的事由が認め
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られるのだろうと思いますので、御提案に賛成させていただきます。 

  ただ、能登委員の意見書の最後、先ほど吉原委員が言及された部分ですけれども、そこ

でも示されていますように、客観的事由というのが１９８３年法の客観的要件とは性格が

かなり変わっているということは確認しておくべきなのではないかと思います。１９８３

年法の客観的要件というのは、飽くまでも建物の効用の維持・回復を基準としたものでし

た。これに対して今般提案されている客観的事由というのは、建物がその周辺のコミュニ

ティーなどに及ぼし得る、ある種の外部性とでもいうべきものも考慮した上で建替えを促

進すると、こういう立場を新たに示しているのだという意味で、１９８３年法への先祖返

りではないということは確認しておくべきかと思います。 

  もう１点、ここまで議論に出ていない点について意見を申し述べます。本日の資料の

（注４）で書かれていて、前回も議論になりました、合意によって多数決の割合を引き下

げることができるとする規定は設けないという点についてです。御提案の趣旨はよく分か

りましたので、反対はいたしません。ただ、規約によって下げることができるとされてい

るほかの事由と何が違うのかという根拠については、５ページ目のところに説明があって

しかるべきではないかと思います。さらに、取得から数十年が経過した後に建替えが行わ

れるということが理由になっていますが、これは余り筋がよい理由付けではないような気

がいたします。原始規約とかでも同じような問題があるはずですので、数十年先の事柄に

ついて区分所有者は合理的な決定ができない、あるいは、数十年先に自分が区分所有者で

いるかどうかも分からないので、そのような者に将来のことについて決定をするよう求め

ることはできない、このような観点から合意によって多数決割合を引き下げることはでき

ないということを正当化するべきではないかと思いました。取得の時点うんぬんという話

をしますと、前回も出てきましたように、重要事項説明があるではないかといった反論が

出てくるのではないかと思います。ある意味ではパターナリスティックな、区分所有者の

自律性に対する悲観的な見方を押し出して説明されるべき部分ではないかと感じました。 

○佐久間部会長 ありがとうございます。 

  ほかにいかがでしょうか。 

  いかがですか。いかがですかというのは、まだどんどん意見ももちろん伺いますが、ど

うしても言ってくれということではなく、先ほども申し上げましたとおり、結構最終局面

にはなってきておりますし、最終的な案をもう一度検討するに当たって考慮すべき事情が

あれば伺っておきたいということです。 

  よろしゅうございますか。では、それぞれの御意見を伺いました。原案賛成の方、ある

いは積極的に反対しないという方も含めれば、そちらの方が多かったことは多かったです

けれども、能登さんの御意見に同調がなかったわけでもありませんので、本日伺いました

御意見を踏まえまして、事務局においてもう一度検討していただき、次回かどうかは分か

りませんが、しかるべきときにもう一度案をお示しして御議論いただくということにいた

したいと存じます。それでよろしいですか。 

  ありがとうございます。それでは、ここで一旦、休憩を挟みたいと思います。１０分程

度ということで、１５時２０分にお戻りください。よろしくお願いいたします。 

 

          （休     憩） 



 - 24 -

 

○佐久間部会長 時間になりましたので再開いたします。 

  部会資料２３の残り、「第２ 区分所有建物の処分を伴わない決議について」、御意見

を頂ければと存じます。どなたでも結構です。お願いを致します。いかがでしょうか。 

○下村幹事 国交省から１点だけ、御意見という形で申し上げさせていただきます。 

  最後の共用部分の変更決議の要件の緩和でございますけれども、こちらは昨年１２月の

第３回の法制審議会でも国土交通省の方から少しお話をさせていただきましたけれども、

これから推進をしていかなければいけない改修工事の類型といたしまして、省エネ改修工

事というのがあるかと思っております。政府の方でも２０５０年のカーボンニュートラル

等々、いろいろな目標の実現に向けまして様々な取組を進めておりまして、そうした中で、

例えば新築の建築物につきましては再来年度から、マンションを含めまして全ての建築物

につきまして省エネ基準の適合義務を課していくということとしておりますけれども、既

存のマンションにつきましても省エネ化というのを強力に進めていく必要があると考えて

おりまして、そうした観点からも、この共用部分変更決議の要件緩和の対象といたしまし

て、そういった省エネ改修工事を含めなくてよいかどうかといったところを引き続き御検

討いただければと考えております。 

○佐久間部会長 ありがとうございます。では、少し御意見を伺ってから。 

○鎌野委員 どうもありがとうございました。意見と、それに付随する質問なのですけれど

も、第２の区分所有建物の処分を伴わない決議に関してですけれども、５ページのところ

では集会の定足数について、普通決議以外の各決議についてもこれを設けないことについ

てどのように考えるかというような提案がなされていて、７ページを見ると、最後の結論

部分で、普通決議以外の各決議についてもこれを設けないことが考えられるということで、

結局今回の御提案は、普通決議以外の各決議についてもこれを設けない、すなわち定足数

を設けないという理解でよろしいのですね。そのことの確認です。 

  その上で、私も積極的にではないのですけれども、前回の議論にもあったように、ある

意味ではやむを得ないのかなと。特に一番心配なのは、この提案の趣旨のところにもあり

ますように、管理不全状態に陥っているということで何らの意思決定ができないという事

態もあり得るというようなこと、言わば究極な事態ということで、こういうことで区分所

有法には規定を設けないということでもやむを得ないのかなという感じはするのですけれ

ども、これからが少し質問と確認ですけれども、そうすると、このことを標準管理規約で

定めるかどうかは別の問題として、それぞれの管理組合で、規約でこのような定足数につ

いて定めると、普通決議以外の決議についても定足数を定めるということは可能なのか、

そういうことは妨げられないのかということで、その辺りを念のためにということで御回

答いただければと思います。 

○佐久間部会長 ありがとうございました。 

  まず、下村さんから御指摘いただきました、具体的には省エネ改修工事に関連すること

を客観的要件の③として加えることは検討できないかということについては、これは検討

事項として承ったということで、現時点ではよろしいですか。 

○望月幹事 今回整理させていただいた①と②の各事由については、実際の法律上の利益の

侵害のおそれがある場合であるとか、あと高齢者であるとか障害者にとっては生活上の著
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しい支障若しくは危険が及ぶような事態、これを改善しようというところを捉えての緩和

でございましたので、エネルギーの問題が直ちにこれと並ぶかどうかというところはある

かなとは思っておりますけれども、中間試案ではなかった話でございますので、少しまた

皆さんの御意見等も伺えればと思っています。 

○佐久間部会長 ありがとうございました。では、検討事項として排除するわけではないと

いうことを前提に、今日この場で皆さんからももし御意見があれば、承っておきたいと思

います。 

  では、次に鎌野さんの質問について。 

○望月幹事 まず、今回書かせていただいたのは、少し回りくどくて申し訳なかったですけ

れども、定足数を設けないということでどうでしょうか、ということで提案をさせていた

だいているというところになります。規約で別途定めること、これを集会の在り方として

定めること自体は排除されていないと思っております。ただ、規約の変更についても定足

数を設けるとしてしまうと、規約の根本的な原理自体がもう動かせなくなってしまうので、

そこについては除かれるというふうに考えられるのではないかと思っています。 

○大谷幹事 省エネの点について補足いたします。 

御指摘があったように、中間試案の前の段階で省エネのための改修に関する御意見があ

りましたが、中間試案には載せておらず、中間試案でも、また今回の部会資料でも、基本

的には利益が侵害される場合を想定して多数決割合を引き下げるという提案になっていま

す。これは、利益が侵害される場面ではなく、省エネ改修のように今よりも機能を高める

方向での変更の要件緩和は、この区分所有法制の中で定めることは必ずしも適当ではない

のかなということもあって、取り上げていなかったところでございます。 

では、区分所有法の共用部分の変更のルールの例外を設けることはできないのかという

と、それはまた別の話だと思っております。区分所有法だけではなくて、関係する他の法

令で区分所有権について制約を政策的に掛けるということは可能なのだろうと思っており

ます。もちろん先ほどお答えしたように、ここでの御議論を妨げるものではありませんけ

れども、別の法令で定めるという選択肢もあるのだろうとは思っておりまして、その点も

含めまして御検討いただければと思います。 

○佐久間部会長 ありがとうございます。 

  ほかにいかがでしょうか。 

○小林委員 どうもありがとうございます。まず、私も鎌野先生のおっしゃった定足数の話

なのですけれども、普通決議以外についても設けないということが提案されていますけれ

ども、私もこれは悩ましい問題だとは思うのですけれども、結論を申し上げますと、この

提案に賛成を致します。７ページにもありますけれども、これを設けることによって管理

不全状態にあるマンションが何らかの意思決定をして前に進もうとしているのに、それが

できなくなって立ち往生してしまう事態というのは防がなくてはならないと考えるからで

あります。 

  もう一つ、下村参事官の方から意見がございました省エネの関係でございますけれども、

確かに省エネというのは現下の極めて重要な政策課題になっていまして、望月参事官がお

っしゃるように、今までここに提案されているものと毛色が違うことは間違いないのです

けれども、特に既存マンションにおいてはなかなか進んでないのが現状だろうと思ってい
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ます。省エネ改修というのがそもそも、その形状又は効用の著しい変更を伴うものに該当

するのかどうか、よく分からないところもあるのですけれども、いろいろなケースがある

かと思われますので、省エネについても緩和対象に加えるということが適切でないかと私

は思います。 

  １０年以上前の話になるのですけれども、私は官庁施設の建設とか管理の担当をしてい

たことがありまして、そのときに二酸化炭素の排出量の部門別推移というのを見て愕然と

したことがあるのです。それは、工場とか交通部門、交通部門というのは船とか、飛行機

とか、バスとか、タクシーとか、マイカーとかなのですけれども、そういう部門では産業

界の努力もありまして、大幅に改善が進んでいるのですけれども、建築部門、建築部門と

いうのは具体的には商業施設とか、事務所とか、住宅なのですが、そこでは全く改善され

ていない。はっきり記憶がないのですけれども、むしろ増えていたかもしれません。そう

いう状況にありまして、その頃は建築部門については政策ツールというのはそろっていな

かったと思うのですけれども、その後、ツールが充実してきておりまして、正に今の時点

では今後推進していくべき非常に重要なテーマになっているのだろうと思っています。 

  建築部門の省エネのための改修というのは、マンションの場合には具体的には、窓は二

重にするとか、玄関扉は交換するとか、あるいは躯体の外側に断熱材を張り付けていくと

いった工事になると思うのですけれども、効果がイメージしにくくて管理組合員の積極的

賛同が得られにくい傾向にあるのだろうと思います。しかし、実際にやってみると冷暖房

の効きが非常によくなったということで、夏は涼しい、冬は暖かくなりましたということ

で、やってよかったという声が多いのも事実だと聞いておりまして、省エネについても緩

和対象に加えることが適切かなと思います。 

  今、別法令ということもあり得るというようなお話もあったのですけれども、同じ内容

について、あちらの法律にも書いてある、こちらの法律にも書いてあるというのが本当に

いいのかどうかという問題は別途あるのではないかと思っていますので、できれば区分所

有法制の中で一括して規定するのがベターではないかと私は思います。 

○佐久間部会長 ありがとうございます。参考までに伺いたいのですが、現実に省エネ対応

で変更する例があったということを前提にお話しいただいたと思うのですが、それは特別

決議でやっているのですか。 

○小林委員 そこははっきり記憶にはないのですけれども、少なくとも、住宅金融支援機構

の共用部分の改修のための融資制度というのがあって、いろいろなパターンがあるのです

けれども、省エネについては特段金利が優遇されているということがあって、それに該当

するものもいろいろございます。実際の事例としても幾つもあると思います。 

○佐久間部会長 分かりました、ありがとうございます。 

  ほかにいかがでしょうか。 

○齊藤委員 ありがとうございます。今話題になりました共用部分の変更のところで、まず、

省エネ対策などは、実は私もそれを入れたらよいと提案をしようと思っていたので、先に

国土交通省に言われてしまったという感じでございます。目標の一つにもなるという意味

では、政策誘導的な意味もありますので、省エネ対策、特にＳＤＧｓの視点から、こうい

ったものを入れたらどうかなと思います。外国の条文を見ていても、こういう項目が入っ

ている国もありますので、決してこういうところに入るのはおかしくないのかなと思って
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見ておりました。是非前向きに御検討いただけたらなと思っているところでございます。 

  あと、共用部分の変更のところで、これは原案に賛成している中での確認ということで

教えていただきたいのですが、例えば、以下に該当すると３分の２ということで、高齢者

いわゆるバリアフリー対策みたいなところは３分の２ですよというふうなことだと思うの

ですけれども、現在、バリアフリー工事でも簡単なものは普通決議でできていると思いま

すが、これを拒否、否定しているわけではないというということですよね。ここからここ

までは普通決議ですよ、ここからここまでは４分の３を取ってくださいねということが標

準管理規約の中で分かりやすく示されていますが、こういったものを当然前提にした中で、

本来は４分の３以上の賛成が今まで必要であったものに対して、３分の２でいいですよと

いう理解でよいですよね。今のところだけ見ますと、今まで過半数でできていたものが逆

に３分の２になるのかなという誤解を与えてはいけませんので、確認させていただきまし

たが、それでよろしいでしょうか。 

○望月幹事 はい、御指摘のとおりでございます。 

○齊藤委員 分かりました。そうすると今より、よりバリアフリーなどに対応することがや

りやすくなっていくという理解かと思います。ありがとうございます。 

 もう１点、出席者の決議のところ、こちらについても意見を言ってよろしいでしょうか。 

○佐久間部会長 もちろんです、お願いします。 

○齊藤委員 ありがとうございます。５ページから７ページのところになります、総会の決

議の成立というところで、分かりやすくいうと出席者で決めていきましょうというところ

だと思いますが、現段階におきましては私の理解がまだ足りないようでして、合意ができ

ない状態ですので、引き続き勉強させていただきたいと思っています。こういうふうにな

ったときにどういう問題が起こるのか、あるいは問題が起こらないで、今ある問題を解決

できるのかということを、幾つかの視点から考えさせていただきまして、現段階で私はま

だ至らぬ状態でございますが、引き続き勉強させていただきますが、現段階での意見を言

わせていただきます。 

  一つ目は、出席多数にして多くのマンションが救われるのかということかと思います。

これも救われるか使われないかと、何のデータも基にしないで皆さんと議論してもしよう

がないということで、管理会社さんに御協力いただきまして、最近１年間の総会をされた

議案で確認いたしました。一つの管理会社で恐縮でございますが、１，０８５の管理組合

を対象に管理をされているところで、１年間で議決が幾つあったかといったら３，３１４

議案あったということです。そのうち特別決議を要する議案が６８７で、５分の１ぐらい

ですね、そのうち否決されたのが１９議案であったということなのです。 

  もし今回の提案のとおりに変われば可決されたであろうというのが、そのうちの６でご

ざいますので、全体の中の０．１８になります。このように、数が少ないから無視してい

いのだという議論ではなくて、その中身を教えていただきますと、内容まで踏み込んで恐

縮でございますが、多くはお金の値上げに関する議案でございまして、修繕積立金が足り

ないから値上げしたい、一時金を集めたいということで、なかなかここには賛成が得られ

ないということです。こうした問題は、決議をすることも大事ですが、決議後にお金を払

っていただくという重要性からも議決権行使書や委任状を含めても少ない人数で決めると

いうことは今後の管理組合の運営上、望ましくないと考えます。議案が通るような丁寧な
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説明、理解を促すことが必要です。また、この問題は究極、議決権の要件の問題ではなく

て、当初から修繕積立金をしっかり立てておかないことが問題かと思います。この体制の

是正は別のところで考えるとして、私はまず１点目として、こういうふうに変えたことに

よって、今まで議決できなかったものが議決できるように変わっていくというのは、今の

段階では理解し難いと思っています。１点目です。 

  ２点目、更に管理組合や管理会社にヒアリングさせていただきました。皆さん、総会と

なったらとても大変で、委任状集めや議決権行使書を集め、どのぐらい集められるかとい

うと、普通決議しかないときは集まったまま催促もしない、特別決議があるときは４分の

３以上集めなければいけないという意味では８割を目指しておられると言われます。そう

しますと、アンケートとか説明会をして関心を高めて、特別決議のあるときの総会に向か

われているということだと思いますので、これが出席者多数になってしまうと、当然目標

値が下がってしまうので、それが当たり前になるということで、だんだんそういうふうに

なっていって本当にいいのでしょうかということかと思います。私たちが恐れている管理

不全マンションを生み出していくことにならないのでしょうか。 

  とても頑張っていた管理組合さんにもヒアリングしました。最近「４分の３」が取れな

くてといわれました。どうしてですかと言ったら、最近４分の３を取る努力を忘れていた

と。「では議決権を下げればいいですかね」と質問したら、「いや、関心を高める努力を

していくことの方が必要だ」とおっしゃられた。簡単に決議ができるということがそれほ

ど重要ではなく、いつも言いますが、決議はゴールではなくスタートとしたら、どの状態

で決議をするかということを十分管理組合の方々は御理解していただけているように思い

ます。ですから、易きに流れるところもあるという意味では、現段階ではまだ慎重な考え

を持っております。 

  ３点目に、管理不全のためにこういったものは有効になるのではないかとおっしゃられ

ましたので、これに関してもヒアリングさせていただきました。管理不全というのも、こ

れは幅広いと思いますが、もう明らかに外部不経済があるというような管理不全のマンシ

ョン、僅か四つでございますがこれに関わる方々に聞き取りをさせていただきました。こ

の四つは明らかに管理不全です。そこの自治体関係者や、その立て直しに努力されている

マンション管理士にヒアリングしましたところ、共通しているのは、そもそも管理組合が

ないし、機能していないし、集会も機能していない。では、１人、２人、３人と少人数で

決議できても、実際には修繕をしていくなどの費用をどうしていくのだということになる

ということです。そこに問題があるということですので、正に決議がゴールではなく、そ

の管理不全をどういうふうに立て直していくかというのが重要で、今回この法制審議会の

中でも管理不全マンション用の対策があります、検討しておりますので、そこでしっかり

と議論していくべきではないかと思っています。 

  最後の点になりますが、共有の場合と比べてという書きぶりがあると思います。私は法

律の専門家ではありませんので、理解が間違っていたらお許しいただきたいのですけれど

も、今日の資料の中にも、２５２条の２の２項ですか、その中で裁判所は共有物の管理者

の請求により、当該共有者以外の共有者の合意を得て共有物の変更を加えることができる

趣旨の裁判をすることができるとありますので、こういった場合は裁判所が関わられる。

マンションでは裁判所が関われないけれども、「集会を開くよ、あなたは意思表示しない
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から残りの人で決めますよ」というのが、裁判所が関わって裁判所が決めるということと

同じ意味なのでしょうか。私にはよく分からないけれども、とても違うような気がします。

また、共有の場合、最終的には分割請求ができて、私たちは合意できないよね、ではさよ

ならしましょうという道があるわけですけれども、マンションでは最終的には、合意をし

ていって何かの方針を決めていかなければいけない。ですから、先ほどの事例でも言いま

したが、常日頃しっかりと合意を取るトレーニングがないところで、最終的に５分の４を

取って建替えしようとか、解散しよう、解消しようというのは非常に難しいという意味で

は、日本のマンション管理は、言い方はよくないかもしれませんが、しっかり合意を取っ

て進めていくというのが国民皆さんの認識になって、きちんとマンションの文化として確

立していかないと、最後までたどり着かないということです。今回の法制審議会では、マ

ンションの再生の円滑化ということを非常に重視されているという意味では、マンション

の建替え、再生の円滑化のためにも、日常的にしっかり合意を取っていくということが重

要ではないかと思っておりますので、今の段階では出席者多数だけで決めていくというこ

とは、なかなか私の中では十分理解ができないというところでございます。 

  だけれども、本当に何回やっても決まらないのだという事例で、齊藤さん、どうするの

だと怒られてはいけないので、私も未熟ながら考えてきました。例えば、１回目は現状の

ままで、２回目は、例えば出席多数というような考え方もあるのではないかと考えます。

これは諸外国を見ても、そういった方法を採られているところもございます。そうすると、

みんな総会は２回したくないから１回目で必死に決議をとる体制をとってくれるかもしれ

ませんという意味では、皆様のマンションの管理の関心を下げないために、そして、決議

はゴールではないという意味からすると、そして現状の様々な状況から見ますと、現段階

では出席者だけで決めていくということは合意しかねるということが私の意見になります。 

○佐久間部会長 ありがとうございます。情報として１点だけ少し教えていただきたいので

すが、変更決議の要件のところで省エネを盛り込んだらどうかというのを、それは賛成だ

とおっしゃったところで、外国の例もあるとおっしゃったのですが、それはどの国ですか。 

○齊藤委員 恐らく鎌野先生がお詳しいと、鎌野先生の本を見て勉強してきましたので。省

エネという言葉というか、環境への配慮ですよね、そういったことを含まれているところ

もあるということです。 

○鎌野委員 諸外国なのですけれども、私は今年の８月から９月に掛けてドイツとフランス

に行ってまいりました。そして、先ほど齊藤先生も触れられたように、基本的にはフラン

スもドイツも、多分これはフランス、ドイツだけではなくてＥＵ全体の問題だと思うので

すけれども、もう法改正をして、特に省エネ関係、一つは電気自動車の普及、それからも

う一つは言わば地球温暖化対策というか、できるだけ断熱効果を上げると。ヨーロッパで

はどちらかというと冬の寒いときに暖房を効率的にというようなことで、壁を厚くすると

かそういうことで、そして、もうこれはかなり前からそういう方向で、フランスなどでは

度々、ドイツでも今回、特にそういう省エネ対策というようなことの改正が法的になされ

ております。 

  それで、私がそういった言わば立法担当者というか、そういう方ともお会いをしてヒア

リングをするときに、日本はその辺りどうなっているのかと、やはりドイツとかフランス

では基本的には省エネというのがもう大変なというか、一番重要なことであるというよう
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なことで、そうすると私が、日本でもそういうことは検討されていて大事な問題だという

ようなことで、そして、特に今年の夏はフランスでもドイツでもものすごく暑かったので

すね。そういうことも含めて、やはり地球温暖化というのが非常に深刻に受け止められて

いるというようなことで、そうすると、やはり何とか二酸化炭素の排出量などについても

検討しなくてはいけないということから、基本的にはもう省エネというのが非常に大きな

目標になっているということをつくづく感じました。 

  ですから、先ほど国交省あるいは小林委員、齊藤委員のおっしゃったことについては、

やはりきちんと区分所有法の中でも盛り込んだ方がいいのかなと思っております。どうい

うふうに条文で書くかというのは別として、やはりそのことについて、どちらかというと

ヨーロッパなどを中心にグローバルスタンダードというか、そういうことで、是非ともそ

れは取り入れていただきたいということでございます。 

  それとの関連で、もう１点、よろしいでしょうか。先ほどの齊藤委員の多数決なのです

けれども、基本的にはこの多数決についても、やはり大きな問題はお金の問題だと思うの

です。どのぐらい掛かるかというときに一つの見方としては、そういうお金の問題が関わ

るところは出席者もそれなりにたくさん出席するだろうと、きちんと情報提供もして、通

知をして、そういう中で十分議論をしていくというようなことで、そうすると出席しない

人がいるではないかということですけれども、そこのところは先ほど言ったような形で通

知で情報提供して関心を持ってもらって、是非出席してもらってというようなことで、出

席者多数というようなことというのは非常に、やはり今後の在るべき姿なのかなというこ

とで、その点は私はむしろ齊藤委員とは違って、この御提案に賛成するという意見を申し

上げたいと思います。 

○佐久間部会長 ありがとうございました。 

  ほかにいかがでしょうか。 

○大桐委員 ありがとうございます。まず、出席した者の議決権という議決方法ですけれど

も、やはり日弁連としては、②から⑦に関しましては、温度差は多少あるにせよ、多数に

おいて反対が多かったというところが現状です。この理由としましては、やはり利益が侵

害されるものが挙げられているということで、例えば共用部分の変更ですと、重大な部分

の変更になったりですとか、新しいものを付ける、又は資金が多額なものが必要になって

くるなどがございますし、また、規約の設定や組合法人の設立においては、全体にとって

根本的なものであって、言わば区分所有法における憲法的な要素、役割を担うものである

いうことから、慎重であるべきという意見が多数でありました。 

  また、新しく付け加わりました⑦の管理組合法人による区分所有権等の取得につきまし

ても、ニーズ等は理解できるものの、やはりコストが掛かるものもありますし、本来は全

員同意が必要だったものを一気に出席者のというところで下げてしまっていいのかという

ところについては、少し疑問があるというところですので、やはり全体的に②から⑦につ

いては慎重に議論すべきであって、ベースとしては下げずに、本当に必要な局面、最終的

な局面、先ほどから出ておりますように、機能が全くないというような最終局面において

は、どこか別の法律等で措置を講ずるというようなことで対応されるべきなのではないか

と思っています。飽くまで管理不全状態に陥っているということを前提にここを決めてし

まいますと、管理不全に陥っていない区分所有建物においてもこの部分が適用されてしま
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いますので、それは少し違うのかなとは思っているところであります。 

  また、各所で出席者の多数というところが散りばめられているのですけれども、例えば

先ほどの部会資料２２の１９ページの（注２）にありますような事項につきまして、部会

資料２３の①から⑦の中には挙げられていないという部分はあるのですけれども、この第

２の１（１）に網羅的に記載をしておかれた方が分かりやすいのではないかと思っている

ところなのですけれども、その辺りはいかがでしょうかというのが確認の１点目でして、

確認の２点目としては、共用部分の変更決議の要件の（１）について、①、②に該当して

いる場合の要件は書かれているのですけれども、①、②の客観的な事由の非該当の場合に

ついては、４分の３という前提での提案なのかどうか、また、それについても出席者のと

いうことを絡めての提案がされているのかどうか、その辺りは分からなかったので、教え

ていただければと思います。 

○佐久間部会長 では、今の確認を２点、お願いします。 

○望月幹事 まず、第２の１の①から⑦に挙げたのは、単棟の区分所有建物を前提にしてい

たので、先ほどの団地のものが入っていないというところでございました。次に、②のと

ころで共用部分の変更決議というのがございまして、これが「２」のところで取り出して

書かれているものになります。ですので、「２」のところは出席多数決の対象になるとい

うところで考えています。２（１）の書きぶりのところですけれども、これは前提として

は基本的な多数決割合は４分の３という現行法を維持した上で、事由がある場合には３分

の２と、こういう提案をさせていただいているところでございます。 

○大桐委員 その４分の３のときの議決要件は、出席者のという前提という趣旨での御提案

ということですね。 

○望月幹事 はい、出席者のということで。 

○大桐委員 分かりました。 

○佐久間部会長 ありがとうございます。 

  ほかにいかがでしょうか。 

○森本委員 ありがとうございます。１の集会の決議の成立について述べさせていただきま

す。出席者多数決の規律を設けることは、資料の補足説明にも書かれているように、区分

所有者の責務規定を設けて、各区分所有者の集会での議決権行使を含む建物の管理に責任

を持たせることが大前提になるのであろうと思います。そうした責務を果たすことの重要

性、管理を自分事として考えることの必要性を積極的に周知広報する必要があると考えま

す。 

  普通決議以外の決議についても定足数を撤廃することの賛否については、司法書士の間

でも意見が分かれているところです。管理不全状態に陥っている区分所有建物において、

意思決定できる状況にすることの必要性は十分理解はしているところでございますけれど

も、齊藤委員と重なるところではございますが、定足数を撤廃した少人数での意思決定が

果たしてどの程度、管理不全状態の解消につながっていくのかという疑問もございます。

この点につきましては、現場における状況を実際に携わっている委員の方々に御意見も伺

ってみたいとは思っております。 

  また、今回、管理組合法人による区分所有権の取得の決議が加わっておりますけれども、

こちらに関しまして、先ほど大桐委員の意見にもありましたが、少数の同意により所有権
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を取得することによって、その他多数の者が債務、売買代金や固定資産税ですね、を負担

することについて、許容されるのかという点も懸念しています。 

○佐久間部会長 ありがとうございます。 

  ほかにいかがでしょうか。 

○大谷幹事 ２点ほど補足をさせていただきます。 

まず、出席者の多数決の仕組みを採ったときにどうなるかということです。その場合に

は、賛成の方の票も価値が上がるのですけれども、反対の人の票の価値もまた上がるとい

うことは確認しておく必要があるように思います。出席しない人が多い中で反対する人が

多いと、決議が成立しにくくなるという関係にあります。 

そのため、こういう仕組みを作ったときには、欠席者が多い状態で放置しておくと、少

数の反対により決議が成立しないおそれがあることになりますので、決議を成立させたい

方々は、皆さん賛成票を投じてください、現場に来られないのであれば、議決権は書面で

簡単に行使できますので、書面投票で賛成してくださいと呼びかけることになり、結局、

今までと同じように、できるだけ多数の賛成が得られるように努力をしていかれるという

ことになるのではないかと思われるところです。 

いずれにしましても、必ずしも賛成の人だけが有利になるルールではないということは

確認しておく必要があるのではないかと思います。 

  それから、齊藤委員から御指摘がありました、民法とは違うではないかということにつ

いてです。これについては、この法制審議会の部会が設置される前にございました、研究

会において議論がされていました。民法と同様に、区分所有法の下でも、意思決定の際に、

裁判所の関与の下で賛否不明区分所有者を母数から除外する仕組みもあり得るのではない

かという議論がされたところです。 

しかし、民法の場合には、集会という決議の場がないので、意思決定に参加しない共有

者の賛否の意思を確認する術がないため、裁判所の関与を求めるというルールになってい

るのに対し、区分所有法では、集会という、区分所有者の皆さんが参加して、議決権を行

使すべき場が設けられており、その中で、更に裁判所による議決権行使をするか否かの確

認の仕組みを設けることは、屋上屋を架することになるだろうということで、適当ではな

いとされたところです。 

○佐久間部会長 ありがとうございます。大谷さんの１点目について、実は私はそのことを

考えていたのですが、具体的に申しますと、部会資料２２の団地内建物の建替え承認決議

の多数決要件の緩和で、１０ページを御覧いただくと、承認決議を出席者多数決の規律の

対象とするというのがあるのです。私はこの提案を最初に見たときに、これというのは、

当該建替えをしようという建物については、区分所有者はもちろん賛成するのだろうけれ

ども、ほかの建物の承認を求められるだけの人たちはどうかというと、自分の棟に関係な

いので基本、無関心であると。そうすると、放っておいたらどういう人が出てくるかとい

うと、反対の人ばかりが出てくるのではないか。そうすると、この出席者多数決の規律の

対象とするというのは、案外、承認決議を得にくくなる方向にだって場合によっては働く

のではないか、というようなことを心配して、事務局の皆さんにはお話ししたのです。 

  そのときにどういう話になったかというと、だからこそある意味ではみんな一生懸命説

得して回って、集会に出てくれと。最終的にはそれは集会でのどういう投票行動をするか
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は自由だけれども、賛成を入れてくれというようなことで頑張るのではないか。それが本

来やはり在るべき姿というか、各議案について関心のない人もその集会に出てくるように

みんな働き掛けて、そこで決めていく。それでも出てこない人についてはどうかというと、

もうそれはしようがないよね、というのがこの案なのだろうと思います。 

  ですから、少数で決めるというのは、確かに結果的にそうなることはあるのかもしれま

せんけれども、大谷さんがおっしゃったとおり、少数だから決まらないということもある

わけで、それをてこにして、日常からきちんと参加してくださいねということであり、か

つ、２３の資料の７ページに今、森本さんがおっしゃったような周知の必要性というので

すか、それをしていかなければいけないということが書かれておりまして、これがセット

になっているというか、当然の前提になっているというふうには考えているところです。

一定の結論をここで出そうというわけではありませんけれども、今のような考えもあると

いうことを大谷さんに重ねて申し上げました。 

  ほかにいかがでしょうか。御意見があれば伺います。 

  特に、よろしいでしょうか。では、出席者多数決については、②から⑦について対象と

することに関し否定的な御意見、疑念があるという御意見が複数あったということで、更

に検討を続けるということといたします。それから、２の変更決議の要件の緩和というか

客観的事由について、特に省エネ対応に関し考えた方がいいのではないかというご意見も

複数頂きましたので、次回に向けて検討したいと思います。 

  第２について、以上でよろしいですか。 

  では、本日の検討の対象としたこと全部を通しまして、途中から御参加の委員、幹事も

おられますので、御自身が出席されていないところと重なっても別に問題ありませんので、

御発言があれば伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。 

  よろしいでしょうか。ありがとうございました。 

  では、本日用意いたしました部会資料２２と２３についての審議はこれで終えることと

いたします。 

  最後に、中野幹事から御提供いただいた資料についてです。共用部分等に係る請求権の

行使の円滑化の論点は、次回以降に議論としては改めてしていただく予定であることを事

務当局から御案内しておりましたけれども、中野さんから御提出いただいた資料について

の説明は本日伺っておきたいと存じます。それを踏まえて次回、検討を致したいと存じま

す。 

  中野さん、お願いいたします。 

○中野幹事 幹事の中野でございます。今日御説明をさせていただくということで、ありが

とうございます。私の方で昨日、審議会の方に御提出させていただいたのが、修補に代わ

る損害賠償ですね、共用部分に係る債権の行使の円滑化に関するところで、取り上げられ

ないと書面でも書かれていた、当然に共用部分に係る請求権を移転するということの規律

について、是非これは我々の案として取り上げるべきだというようなことから意見を申し

上げました。それについて前回の審議会部会で、書面でもいいので、こういうものを議論

をするに当たって大広間、皆さんの間でこの議論ができるような書面を提出していただけ

れば、それも結構というお話でしたので、書面を提出させていただきました。 

  表題が、共用部分に係る「修補に代わる損害賠償請求権」、この当然分割ですね、当然
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に債権だから分割されるのですということに対する疑問にということで、書面を作成させ

ていただいております。 

  そもそも、これは債権だということで分割をすることが前提だと考えることが、この共

用部分に係る修補に代わる損害賠償請求権で妥当するような考え方なのかということにつ

いて、第１というところで申し上げております。共用部分を譲渡した原始取得者が損害賠

償請求権を単独で行使、本当にできるのでしょうか。債権が分割です、ですので原始取得

者の方はそのまま持っているのですというふうな考え方が正しいのか、適切なのかどうか

ということについて、１から４にわたって、本当にそういうふうに考えて大丈夫でしょう

か、そういうふうに考えると非常に都合が悪い、結論としても悪いことにならないでしょ

うかということを１から４で書いております。 

  せっかくお時間いただきましたので、若干御説明させていただきますが、マンション共

用部分の瑕疵とか契約不適合についてどのような対応が考えられるかというと、買主側の

選択肢はおよそ三つでしょうと。一つは、売主に追完請求、修補請求をして、現実に修補

をさせるという方法、もう一つが、②、売主に修補に代わる損害賠償を請求して、回収金

で別の業者に補修させるという方法と、③、売主から回収した賠償金を補修には充てない

で、区分所有者間で分配してしまうというような方法というようなことが考えられるわけ

ですが、２に書いてあるとおり、総会決議で①、現実の修補を選択された場合は、そもそ

も譲渡済みの元区分所有者は修補に代わる損害賠償は請求できるのでしょうかと考えると、

それはできないのかなと思っています。修補請求権と修補に代わる損害賠償請求は、そも

そも選択債権だから両立しませんということと、かつ、総会決議は反対者も拘束するとい

うのが裁判所の考え方だと思います。にもかかわらず、反対者は単独で③を行使できる、

すなわち、回収した賠償金は区分所有者間で分けてしまって、ということができるという

のであれば、そのような法的根拠は何なのだろうかと、私はそれはないと思います。 

  もう一つは、当然分割ですね、個別債権を持っている方々全員の一致がなければ①のよ

うな修補請求権は行使できないのかというと、そんなこともないはずだと思います。それ

は、そもそも総会決議というものが多数決の決議によって反対者も拘束するとなっている

のですから、全員一致でなければならないというような考え方にはならないでしょうと思

います。 

  総会決議で①、②を選択した場合には、もちろん元区分所有者による③の単独行使はで

きないとするのであれば、これはまた変なことですが、原始区分所有者の権利を保護する

必要というのは、そういう必要があるから単独債権、個別債権として皆さんが持つのです

よと言ってしまっているのは、そうすると全くトートロジーというか、机上の空論にすぎ

ませんので、意味がないでしょうと思います。 

  現実の紛争事件を我々の方でも考えてみますと、ディベロッパー、最初に売った業者に

対する不信感というのはなかなか拭い切れず、結局、賠償金をきちんと受け取って別の業

者に補修させるというものが現実的な対応だと考えております。ですので、我々とすると、

そういう選ぶ権利、利益を保護する必要があると、これは３番のところに書いてあるとこ

ろです。 

  ところが、当然分割で、それぞれがもう債権は別々に持ってしまっていますよと考える

と、一つでも譲渡があると、現実には原始所有者がずっと持っているというマンションは、
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私の感覚ではほとんどなくて、半分ぐらいはもう譲渡してしまうというような移動のある

区分所有物ですので、そうなると十分な損害賠償金は確保できない、事実上もうばらばら

で、みんなが個別に応分の賠償金をもらって終わりにするというようなことになってしま

うのですが、その結論はやはり区分所有法の関係から是認できないものではないかと思っ

ています。 

  ４番で書いてある、そもそも転売で区分所有権を失った元区分所有者にも修補請求権が

分属する、もう売ってしまった方にもまだその修補請求権が分属していますよというよう

なことを考えて、だから損害賠償請求権が残るのでしょうということなのでしょうけれど

も、そのような考え方自体が私は極めて不自然だと思いますし、そのように考える必要性

は全くないと思っています。不自然極まると書いてあるのは、そこのところです。あとは、

修補請求か修補に代わる損害賠償を求めるかは管理組合総会で決定されて、反対者も決議

に拘束されるという考え方にもかかわらず、総会に加わることもできない元区分所有者が

単独で損害賠償請求を行使できるということが、これもまたおかしな結論になるのではな

いかと思っています。 

  翻ってというところですが、区分所有権の原資取得者である買主としての権利は、区分

所有という特殊な関係によって既に変容している、今日のお話でもいろいろなところで、

そもそもこれは区分所有法に基づく建物である性質から、もう一定の制約とか、自分が権

利行使すると他者に影響が生じるとか、そういうようなものであって、区分所有という特

殊な関係によって既に変容されている部分というのもあるのだということが、もう今日の

委員や幹事の皆さんからも当然の認識の中だと思っていますので、そうであればこそ、原

則的な民法理論からすれば、分属しているかに思われるような瑕疵担保ですら、単独の修

補請求はできないと考えているのではないかいうふうに思っています。 

  つまり、区分所有という個々人での権利行使が他者の権利に影響を生じさせる法律関係

に係る権利であるがゆえに、これはもう団体的一元的行使しかできないと考えないと、

我々のこれから進むマンションの管理とかそういうものについては行使できない、実現で

きないのではないかと思います。それは、団体的な一元的行使というものがこの区分所有

の中では非常に重要な部分ではないのかと思っています。したがって、これが転化した損

害賠償請求権というものも、これは本質的に不可分債権だと考えることが適切ではないか

と思います。 

  これは、なかなか不可分にする理論的な正当性がないと前回の書面でも書かれておりま

したけれども、私は逆に、本質的に共有部分に関する修補に代わる損害賠償というのは不

可分なのではないですかと、であれば、やはりそういう意味での規定の設け方というもの

を考えていただきたい、特に（注２）で当然承継という形で我々が提案をすべき法案にな

ればいいなと思っています。 

  あとは、第２です。これも大桐委員からも出ていた、共同相続された預金債権は当然分

割されないという最高裁判決との整合性を考えれば、私は今回の修補に代わる損害賠償請

求権の方が、より当然分割されないと考えることが正しい考え方だろうと思います。 

  これは、預金債権、当然お金の話ですね、１億円があれば１０人で共同相続すれば１，

０００万円ですけれども、それ自体に経済的価値が損なわれるようなことはないと思いま

すが、一方でこの瑕疵修補に代わる損害賠償請求権は、分属すれば分属するほど瑕疵を修
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補することができなくなるという意味では、経済的な価値が大きく変わる、そういうよう

なものです。したがって、政策的にも瑕疵修補に代わる損害賠償請求権は当然分割されな

いと考える方が適切だと思います。その意味では、預金債権に関する最高裁判決との整合

性も、やはりしっかりと考えていただく必要があろうかと思っています。 

  第３に書かれている本文部分ですけれども、これはもう先ほど申し上げたように、瑕疵

修補をきっちりとさせるため、それは我々は、私もマンションに住んでいるのですけれど

も、マンションを長期間存続させよう、維持させようとする考え方にやはり適合させるべ

きだと思いますので、そのためには瑕疵修補がきちんとできるような損害賠償請求権の性

質をこの法律できっちりと規律することが必要だと思っております。 

  これが本文に書かれているところですが、別紙のところですね、これはお時間の関係で、

多分全て私は御説明する機会を頂けないかと思いますので、これは読んでいただきますと、

説例の中でも出てくるように、これは分割債権だと考えてしまうと非常に不合理な結論に

なることがたくさんありますというところが書いてあります。 

  一つだけ申し上げさせていただきますと、マンションに瑕疵があるということが分かっ

て、私はもうこんなところにいたくないからというので、出ますといって譲渡しました。

譲渡した人が果たしてこのマンションを幾らで売るのか、特に瑕疵が発生していると、瑕

疵があるということが分かった段階で幾ら減額されるのかということについてだって、そ

もそもその段階でははっきりしないわけですよね。ですので、その損害賠償請求権の価値

を見積もって減額するなどということはおよそ現実的ではないし、逆に一旦見積もってし

まったけれども、裁判所などとか、ほかのいろいろな関係でその額がずれてしまった場合、

では、そのずれたお金は誰がどう負担するのか、お返しをしなければいけないのかどうか

みたいな、そういうような関係になるということも非常に不都合な話だと思います。です

ので、それらを全て後続の譲受人に譲渡し、譲受人の中で瑕疵修補をきちんと求めるのか、

瑕疵修補は求めないで損害賠償金でどなたかにきちんと修補をしてもらうのかということ

を考える、ないしはそこで判断してもらうということの方がより現実的で、かつ紛争解決

にも資する、そういうようなものだと思っています。 

  もう一つだけ言うと、瑕疵が発生しましたといって売却してしまった原始所有者は、代

金減額したとかというのはいろいろな方法があると思いますが、その段階でマンション管

理組合の方で直してくださいといって修補してもらったとなると、元々損害はもう発生し

ていないはずなのですよね。にもかかわらず、損害が発生したということで減額をすると

いうことが発生してしまっているわけです。それもまたおかしな話で、であればその分、

損害が発生していないということだったので、新しい譲受人にお金を下さいみたいなこと

も言うことになるのですかとなると、全くこの法律によって紛争を発生させてしまってい

るようなことにもなるわけですので、そのようなことがないような取扱いを、きちんとこ

の段階で規律、制定していただくべきではないかと思います。 

  あとはもう、細かいいろいろな説例があるので、全部読んでいただければいただくほど、

当然承継の方が我々の今のこの法制審議会部会で提案すべき内容になるのではないかと思

います。 

  先ほども佐久間部会長から、１人が言ってもなかなか意見は通らないよというような考

え方もお示しされました。私は是非皆さんにこれは賛意を示していただきたいと思ってい
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ます。次回でこの議論をされるということなのですが、私は議論に参加できない可能性も

あるので、今日御説明をさせていただきました。次回、次々回で是非、この考え方につい

て皆様の御賛同を頂きたいと思っております。 

  お時間いただきまして、ありがとうございました。 

○佐久間部会長 ありがとうございました。議論自体は次回行うことにさせていただきます。

皆様方には、中野さんの御説明、もちろん文書も踏まえて、次回御意見を頂戴できればと

思っております。 

  では、本日の審議はこの程度とさせていただきます。 

  本日頂きました御意見を踏まえまして、更に検討を進めてまいります。 

  では、次回の議事日程等について事務当局から説明を頂きます。 

○望月幹事 本日もありがとうございました。次回は、１１月２１日火曜日、午後１時３０

分から午後５時３０分までということで予定をしております。場所については、また追っ

て通知の方をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

  次回の部会資料としては、取りまとめに向けた要綱案の全体像を見ていただきながら議

論の方も進めさせていただきたいと思っていまして、要綱案のたたき台という形で示させ

ていただくことを予定しております。ただ、議論自体、まだ二読目のものも含まれてきま

すので、これでもう確定というものではなくて、継続して議論の方は深めていただきたい

と思っていますので、よろしくお願いいたします。 

○佐久間部会長 これをもちまして法制審議会区分所有法制部会の第１３回会議を閉会とさ

せていただきます。 

  本日も熱心な御審議を賜りまして誠にありがとうございました。 

－了－ 


